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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。

定足数に達しておりますので、これから

平成２７年第３回美幌町議会定例会、第２

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、３番新鞍峯雄さん、４番上

杉晃央さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。

朗読につきましては、省略させていただ

きます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

なお、松本選挙管理委員会委員長、明日

以降欠席の旨届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） ２点について通

告してありますので、一つずつ説明をしな

がら質問させていただきます。

まず最初に、町長の政治姿勢についてと

いうことで、３項目を掲げさせていただき

ました。

その一つは、子育て支援事業の拡大につ

いてということで、説明をさせていただき

ます。

我が国では、近年の出生数の減少や出生

率の低下に伴い、確実に少子化が進み、急

速な高齢化の進行により、労働者人口の減

少、地域社会の活力の低下など、将来の社

会経済への影響が懸念されることから、全

国での人口減少対策として、この社会の未

来を子供に託す、子育て応援の取り組みが

自治体の大きなテーマとして取り上げられ

ています。

子育て支援事業の拡大についてですが、

美幌町においても次世代の社会を担う子供

たちの健やかな成長を願い、子供は地域の

宝として、町を挙げて安心して子供を産

み、育てられる町とするため、子ども・子

育て支援事業計画が策定されたと理解して

いるところです。現在実施されている内容

のほか、新しい支援内容、拡大計画につい

ての考え方についてお聞かせいただきたい

と思います。

２点目です。保育料軽減策について。保

育料軽減など子育て支援についてというこ

とで、平成２４年８月に子ども・子育て関

連３法が制定され、新たな子ども・子育て

支援制度が、この平成２７年度から実施さ

れているところですが、町長の選挙公約に

もありました、子育て支援策として出され

ています保育料軽減について、具体的な考

え方がありましたらお示ししていただきた

いと思います。
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次、３点目の子供の貧困対策についてで

す。

子供の貧困対策について、生活が苦しい

家庭の子供の教育支援を柱とした、子ども

の貧困対策推進法が２０１４年１月に施行

され、８月には政府方針となる大綱が策定

されました。厚生労働省によると、１９８

５年に１０．９％だった日本の子供の貧困

率は、２０１２年には１６.３％と過去最

悪、現在６人に１人の子供が貧困とされる

水準で生活しており、子供の貧困大国日本

とも言われています。生まれ育った環境に

よって、子供の将来が左右されることのな

いよう、教育の機会均等などの対策を国や

地方自治体の責務で行うことが義務づけら

れています。町としての対策についての考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

次に、児童虐待についてです。

児童虐待相談対応件数の推移は全国では

年々増加しており、平成２５年度は７万人

を超え、全道でもここ数年減少傾向にあり

ましたが、平成２４年度から増加に転じ、

平成２５年度は、前年度に比べ３７８件増

加し、過去最多の２,０００件を超える相談

件数となっています。道警釧路方面本部管

内では、ことし１月から６月の上半期、児

童虐待が疑われるとして、警察が児童相談

所に通告した件数は６４件、対象の子供は

１０７件と過去最多ペースとなっていま

す。ほとんどが配偶者暴力の相談で発覚し

ており、子供がＤＶを目の当たりにする面

前ＤＶによる心理的虐待の認知増にもつな

がっています。全国において、悲惨な状況

に繋がっているケースもありますが、美幌

町の現状と対策についての考え方があれ

ば、お示しいただきたいと思います。

以上、第１回目の質問を終わります。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 坂田議員の質問に

お答えを申し上げたいと思います。

初めに、町長の政治姿勢について。子育

て支援事業の拡大についてでありますが、

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・

子育て支援法第６１条第１項に基づき、国

の示す基本指針に即して、５年を一区切り

とする教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保、その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画

を定めたものであります。

子育て中の保護者や学識経験者、児童福

祉の関係機関などの代表者など、１８名に

よる美幌町次世代育成支援推進協議会にお

諮りし、平成２７年３月に策定されたとこ

ろであります。

お尋ねの現在実施されている内容のほ

か、新しい支援内容、拡大計画についての

考え方についてですが、まず、策定された

この計画の着実な推進を図るためには、町

の関係部局や関係機関の連携、家庭や企業

などの理解と協力、また、住民と行政の相

互理解と適切な役割分担が必要でありま

す。そのため、児童福祉のみならず、保

健・医療・教育・まちづくり・産業経済な

ど広範囲にわたり、さまざまな部局と連携

し、全庁的に施策を進めてまいります。

次に、この計画に対し、毎年度、美幌町

次世代育成支援推進協議会を開催し、さま

ざまな視点からの意見を求めるとともに、

計画の進捗状況の点検や評価、社会・経済

情勢の変化に応じた事業内容の見直しを行

い、あわせて、現在策定を進めている第６

期美幌町総合計画や美幌町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の策定内容を勘案しなが

ら、その中で新支援や拡大計画について協

議をしてまいります。

次に、保育料の軽減につきましては、管

内の市町村で国の基準どおりの保育料を設

定しているところがなかったこと、また、

少子化対策や保護者の負担軽減を図るた

め、平成２７年度から子ども・子育て支援

新制度の移行にあわせ、保育園保育料の利

用者負担額について、従前の国基準から３

割程度軽減いたしました。また、多子軽減
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対策として、従前は小学校就学前児童の範

囲で、最年長の子供から順に２人目は半

額、３人目以降は無料としていましたが、

その範囲を小学校３年生まで拡大いたしま

した。今後も、保護者のニーズを捉えなが

ら、子育て支援対策として負担軽減を図っ

てまいります。

次に、子供の貧困対策についてでありま

すが、平成２５年６月に子ども貧困対策の

推進に関する法律が成立し、平成２６年１

月から施行されました。この法律に基づ

き、内閣総理大臣を会長とする、子どもの

貧困対策会議において、子どもの貧困対策

大綱が策定され、平成２６年８月２９日に

閣議決定されたところであります。

大綱では、目的・理念として、貧困の世

代間連鎖を解消すること。そして、すべて

の子供たちが夢と希望を持って成長してい

ける社会の実現を目指すことを掲げており

ます。

次に、対策の基本方針として、貧困の世

代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指

す。第一に子供に視点を置いて、切れ目の

ない施策の実施等に配慮するなど、１０の

基本方針を掲げております。また、重点政

策として重要なものといたしましては、教

育の支援、生活の支援、保護者に対する就

労の支援、経済的支援など６本の柱で掲げ

ており、約４０項目の施策が示されており

ます。

なお、都道府県では大綱を勘案し、貧困

対策計画をまとめる努力義務が課せられて

おりますが、まだ計画策定までに至ってい

ない状況であります。現状の北海道の支援

対策といたしましては、生活困窮者自立支

援法に基づいた相談事業や生活困窮者であ

る子どもに対しての学習援助を行う事業

や、ひとり親等自立支援センターによる支

援事業を行っているところであります。町

といたしましては、引き続き北海道と連携

を図りながら、地域の実情に合った適切な

支援制度の研究や情報提供に努めてまいり

ます。

次に、民生行政について。児童虐待につ

いてでありますが、北海道の資料による

と、平成２５年度に児童相談所で対応した

児童虐待相談対応件数は、全国で７万３,８

０２件、前年度比１.１１倍の増加率となっ

ており、全道でも２,０８９件、前年度比

１.２２倍と依然として増加傾向にありま

す。また、相次ぐ児童虐待による死亡事件

が発生し、この問題は社会全体で早急に解

決すべき重要な課題となっております。

平成１６年の児童福祉法の改正で、地方

公共団体は要保護児童の適切な保護を図る

ため、関係機関により構成され、要保護児

童及びその保護者に関する情報の交換や、

支援内容の協議を行う要保護児童対策地域

協議会を置くことができる規定がなされて

おります。

本町においても、平成１７年１１月に美

幌町、児童福祉関係として民生児童委員、

主任児童委員、人権擁護委員、北見児童相

談所、ＮＰＯマイスペース美幌及び美幌町

青少年育成協議会、保健医療関係として美

幌医師会及び北見保健所、教育関係として

教育委員会を初め校長会、各小中高等学校

及び各幼稚園、警察司法関係として美幌警

察署を構成員とし、要保護児童対策地域協

議会を設置したところであります。

美幌町の現状と対策でありますが、本町

において悲惨な事故につながるような事例

はありませんが、児童本人や家族、近隣住

民や医療機関、学校、児童福祉施設などか

らの通告や相談は窓口である民生部児童支

援グループになされ、その内容により関係

機関による調査を行い、北見児童相談所に

報告し、緊急を要する場合は、一時保護ま

たは立入調査の判断を行っております。そ

の後、事前に応じて、各関係機関の担当者

による要保護児童対策地域協議会の個別ケ

ース会議を開催し、事案に対する情報交換

並びに関係機関の連携の協議を行い、支援

方針の確立と役割分担を決定し、児童虐待
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防止に努めているところであります。

今後とも、妊娠期からの切れ目のない支

援を行い、育児に関する知識不足や育児そ

のものへの不安を解消するための取り組み

を行うことで、育児の孤立化、育児不安に

よる児童虐待の発生予防を図り、虐待が深

刻化する前の早期発見・早期対応を心が

け、子供の保護・支援及び保護者の支援を

地域住民や児童相談所など関係機関と連携

を図りながら対応してまいります。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 第１回目の答弁

をいただきましたので、再質問をさせてい

ただきます。

まず最初に、子育て支援事業の拡大につ

いての再質問でございますが、御答弁いた

だきましたように、子ども・子育て支援法

に基づき、質の高い幼児期の学校教育、保

育及び地域子ども・子育てに関する実態と

ニーズを把握するために、アンケート調

査、関係機関の代表者によって策定されて

いるということは十分認識しているところ

でございますが、策定された計画の着実な

推進を図ることは当然のことと思っていま

す。

次世代育成・支援行動計画の進捗状況を

見てみますと、取り組まれている内容につ

いては評価できるものと理解しております

が、さきにも述べましたように、全国で

は、人口減少対策として支援の取り組みが

大きなテーマとして取り上げられているこ

とは間違いありません。特に、これから生

まれようとしている子供たちを支援してい

くことで、若い子育てのお母さんたちが安

心して美幌の町で生活していただけるので

はないかということを考えていくべきだろ

うと思っています。日本の国民、美幌の町

民の中にまだまだ子供を持ちたいという希

望は多いと思うのですが、ただ、子育てに

不安を感じている方々も随分いらっしゃる

ようでございます。支援法の中には、地域

の実情に応じた子ども・子育て支援をいう

のではなく、保育施設を利用する子どもの

家庭だけでなく、在宅での子育てを全て含

めて対象事業とする必要もあるのではない

かと思いますが、現在この事業について取

り組まれているのか、それとも取り組む必

要があるのかについて、先ずはお答えいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 子供に対する

不安ということで、その事業といたしまし

て、現在も子育て支援、それからいろいろ

な事業を行っておりますけれども、その中

では総合的に考えなければならない部分、

例えば、若年者の経済的問題をまず解決し

なければならないことから始まりまして、

おっしゃるとおり、婚活であるとか、それ

から妊娠・出産、ゼロ歳児から未就学、そ

のような事業、婚活の部分につきまして

は、町の事業として、例えば、経済部で担

当しております婚姻届のときに木製のフォ

ルダーをプレゼントするだとか、縁結びの

事業をやっているだとか、そういうことか

ら始まります。そして妊娠・出産について

は、保健師を中心とする各種検診業務、そ

れから相談業務、このようなことも行って

おります。ゼロ歳児から未就学につきまし

ては、これも多岐にわたりますけれども、

教育委員会のブックスタートに始まりまし

て、育児支援、もちろんその中には乳幼児

医療であるだとか、各種検診事業、そのよ

うなことを順番に総合的に進めていく必要

があります。いろいろと項目がたくさんあ

りますけれども、今の事業を生かした中

で、計画に基づいて推進していくことが、

子育てにとってよいのではないかと考えて

おります。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただ
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いた内容については、十分理解しているつ

もりです。ただ、今回質問させていただき

ましたのは、今回四つテーマとして出させ

ていただいたのですが、どれも子育て支援

にかかわる問題だと思っています。少なか

らず関連性があるということで、今回質問

させていただいたということでございま

す。

特に、今回申し上げたかったのは、次世

代行動計画の中で、今回未実施ということ

になっているものもあります。その中で必

要な部分、絶対これから必要だろうという

項目も、未だに実施されてないということ

で非常に残念なことだと思って、２７年度

には実施していただけるのかという期待を

込めて、今回質問させていただいたところ

でありますが、そのことについてはいかが

でしょうか。

こちらから申し上げますと、例えば一時

預かり事業、延長保育事業、病後児保育事

業、休日保育事業、ファミリーサポートセ

ンター事業、まだ他にもありますが、それ

らの項目はやがてはきちんと実施していく

のだろうと思っていますが、そういうせっ

かく出されている内容については、２７年

度には取り組んでいただきたいとの思いを

込めて、今回答弁していただきたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 取り組むべき

事業で実施されていないものもございま

す。ただ、計画書の中にもございますけれ

ども、ニーズ調査でニーズがちょっと低い

と、優先順位が低いというもので実施され

ていないもの、あと、受け入れ先がなく実

施されていないものもございます。

病後の預かり事業についても、経費の問

題で看護師さんを雇わなければならないだ

とか、そのようなことがございまして、な

かなか難しいという事業もございます。

ただ、計画書に載っておりますので、ど

のような形で実施できるか、今後検討して

いくことになろうかと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 次世代育成行動計

画の後期の評価もありますし、それに基づ

いて２７年から子ども・子育て支援事業に

バトンタッチされていくということで、で

きていないものについては、２７年以降５

年間の計画を立てておりますので、その中

で１回目の答弁をさせていただきましたけ

れども、着実な推進を図るということをし

っかりとやっていきたい。

ただ、その時々の経済情勢や財政状況に

よってなかなか難しいものについては、改

めて計画の見直しをしながら、いつ頃まで

できるかということをやっていきたいと考

えております。

いずれにしろ、切れ目のないような総合

的な施策の展開をやっていきたいと、それ

には相当なエネルギーと財政的な負担も伴

うことでありますので、計画的に進めてま

いりたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今町長からの答

弁で、かなり期待ができるのかなと思って

いますが、中でも出産直後といいますの

は、産後３カ月から４カ月は母親の心身両

面にわたるサポートが重要な時期に当たる

ということで、日本ではこうしたサポート

が弱く、その結果、母親が子育てに不安を

感じたり、孤立する状態が見られるのでは

ないか。特に、近くに支援者がいない場合

が多く、安心して子育てができるような状

態がないということで、産後ケアというも

のを準備していく必要があるのではないか

ということのお話もさせていただきたいと

思います。

というのは、４カ月から検診はあります

が、生まれてすぐのケアというのも一番母

親が精神的にダメージを受ける、それから

心理的に不安定な時期という意味では、そ

ういうケアというのも必要ではないかと思
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いますので、そのことについても考えてい

ただきたい。

それから、きのう中嶋議員さんがおっし

ゃっていました、言葉はちょっと違います

が、切れ目のないワンストップ相談支援の

拠点として美幌町も考えていくべきではな

いかと思います。

それから、第３子以降の子供を持つか持

たないかについては、子育て・教育に要す

る費用が大きな影響を与えるということ

で、第３子以降は無償となるような経済的

支援を講じることによって、子供が多い世

帯が増えていくのではないか。例えば、税

制面、社会保障制度の措置を検討してい

く、そういうことも考えられるのではない

かと思いますので、そういうことも美幌の

町としてできるかできないか。

また、ひとり親の家庭の援助も喫緊の課

題であるということは、先ほど部長もおっ

しゃられておりましたけれど、ひとり親に

なっても子育てが続けられるような、希望

するならば再び結婚し、子供をもつことに

チャレンジをできるような支援も考えても

いいのではないか。なかなか難しいことも

あるかもしれないけれど、そういう考え方

もあるということをお知らせしたいと思い

ます。

地域においては、ひとり親家庭のニーズ

に即応して、相談から各種支援・就業・生

活・子育て・教育・経済的支援などまで、

包括的に提供できる仕組みを構築すること

が必要ではないか。また、母子家庭に対し

て行われてきているさまざまな支援につい

ては、必要に応じて父子家庭にも拡大すべ

きではないか。そういう点について、もし

お答えできるものがあったら、お答えして

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この子育ての計画

でありますけれども、これは次世代育成支

援推進協議会の皆さんのさまざまな意見を

取り入れた中で、計画を作り上げてきたと

いうことであります。今、議員がおっしゃ

るように、やはり切れ目なく総合的に、こ

ういった事業を展開していかなければ、な

かなか一気に子育て或いは少子化対策には

繋がらないのではないかという思いはして

おります。

ただ、これも一度に、２７年に全てを押

し上げていくというのは、相当なエネルギ

ーとお金と時間が必要でありますので、こ

の計画期間である５年間の中で、どうでき

るかということをしっかりやっていく、着

実な推進を図ることが極めて重要だと思い

ますので、総合的ということは、いろいろ

な事業がこの計画書の中に書き込まれてい

ますので、一遍に全部をやるというのは、

一年度でやるというのは難しい話なので、

やはり着実な推進、こういう言葉しか今思

い浮かびませんけれども、そういった中で

着実な推進を総合的にかつ切れ目なくやっ

ていきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 確かに５年の中

で全部、全て実行できるというものではな

いかもしれませんが、ただ、子供は日々成

長しています。その中で、少しでも早く取

り組めるものについては取り組んでいただ

きたい。ただ、取り組む内容については、

経済的な支援が絶対的に必要になってくる

ものもあると思うのですが、そのことにつ

いても、やはり経済的な支援も含めて、取

り組んでいく必要があると思いますので、

これからの子育て支援事業にしっかりと盛

り込んでいただきたいと思います。

今後の活動に期待をしながら、この質問

については終わらせていただいきますが、

５年間の間に再度質問させていただく場合

もあるかもしれませんので、その時にはま

たよろしくお願いしたいと思います。

二つ目の保育料軽減策について、再質問

をさせていただきます。

保育料の軽減策につきましては、答弁に
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ありましたように、従前の国基準から３割

程度の軽減ということで出されております

が、今、かなりそういう意味では助かる御

家庭もふえてきていると思います。ただ、

それは一部のところであって、全町的な取

り組みになっていないということで、今回

質問させていただきたいということで、考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

保育料の設定については、国の示す利用

者負担額を限度に、各市町村において定め

ることとなっていますということで、利用

者負担額は、公私の区別なく統一すること

となっております。税投入の公平性の観点

から、同じ所得階層であれば国基準に対し

ての同程度の軽減を行うこととする。所得

税階層に対しては他の段階よりも軽減率を

高く設定し、より以上の負担軽減を図るこ

ととしているということですが、この制度

についても全町の子供を対象にすることは

できないのかお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） おっしゃると

おり保育料につきましては７割というか、

３割軽減を図りました。それで、平成２７

年度につきましては、財源の確保ができた

ので、そのような形から始めさせていただ

きました。今後はおっしゃるとおり全ての

子供たち、幼稚園に通おうが保育所に通お

うが、公平に対応できるような形で検討し

てまいりたいと思っております。

ただ、その場合についても、やはり財源

を探した中で対応していきたいと考えてお

ります。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 取り組んでいた

だけるということについては、これからに

期待をしたいと思います。ただ、これも、

日々子供が成長しておりますので、一年一

年新たに生まれる子供もいますし、卒園し

ていく子供、どんどん小学生高学年になっ

ていくということで、遅くなればなるほど

対応が遅くなるということで、対象になら

ない子供も段々ふえてきますので、せっか

く良い制度ができたということであれば、

少しでも早くその子供の対象数が多く受け

られるように取り組んでいただきたいと思

います。

二つ目の質問はこれで終わらせていただ

きます。

次に三つ目の、子供の貧困についてとい

うことで、子供の貧困率は、その国の平均

的な年収の半分を下回る世帯で暮らす１７

歳以下の子の割合を示しておりまして、子

供の教育機会や文化的体験の格差に著しく

影響し、子供の成長に大きなマイナスの影

響を与えています。大人が一人の世帯の子

供の貧困率は５４.６％となり、ＯＥＣＤで

は平均３１.０％、それから比較しますと先

進国での最悪の高水準となっています。

ひとり親の約９割を占める母親世帯は増

加傾向にありまして、８２万世帯を超えて

います。日本の母子世帯の特徴はワーキン

グプアが多いこと、新年度の政府予算案も

学校をプラットホームとした総合的な子供

の貧困対策の推進が目立つ程度で、子供の

貧困対策に直結する児童扶養手当の拡充

や、困窮する保護者の支援の拡充がほとん

どないということで問題となっています。

貧困を解消するために、対策法に基づい

て独自の行動計画を策定し、達成目標を盛

り込んでいる１４都府県では、生活保護世

帯の児童の高校進学率を９５％に、母子家

庭の母の常用雇用率を１７年度までに６

０％に、またスクールソーシャルワーカー

などの配置を１９年度に全市町村で実施す

るなどという、目標設定がされている都県

がございます。美幌町も、道と連携を図り

ながら、適切な支援体制の研究に努めたい

という御答弁でありましたので、今後に期

待をしたいと思いますが、先ほども何度も

言わせていただいておりますが、子供は

日々成長しています。この問題は、町とし

てどのような政策が設定されるかで、安心
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して子育てのできるまちとなることを確信

しております。独自の行動計画の策定が必

要ではないかと考えますが、考え方をお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今坂田議員がおっ

しゃったように、私もこの子供の貧困率、

子供の貧困ということで今回、初めて一般

質問をいただいて、いろいろ調べてみてび

っくりしたのですけれども、いわゆるＯＥ

ＣＤが定義するなかで、日本は先進国の中

でも非常に貧困率が高いということであり

ます。ただ、私はそれが実感として感じら

れない部分がありました。子供がそんなに

貧困なのか、そういう実感として言葉が適

切ではないかもしれませんが、こういう高

い率だとは実は思っておりませんでした。

ただ、この貧困率というのは、先ほど坂

田議員がおっしゃったように、要するに手

取り収入の全体の額の中央をとって、それ

以下のものを貧困ということで、総体的な

評価というか総体的な貧困率ということ

で、物がないだとか衣服がない、食べ物が

ないという絶対的な貧困の層とはちょっと

趣旨が違うということであります。

それで、国は早くも法律をつくって、内

閣総理大臣を会長とする貧困対策会議で大

綱までつくって、都道府県に努力義務を課

したということでありますので、先ずは国

が何かの対策をしっかり打つことが極めて

重要だと私は思っております。その上で、

国がしっかり方針を立てたのであれば、そ

れなりの財政措置もとる、道もとる、そし

て町もそれに呼応するように、三者で、あ

るいは四者、五者でもいいのですけれど

も、そういう形でやらないと、この貧困問

題というのは町村だけでは解決できないと

思っておりますので、私はこれからも地域

からこの声を上げていかないと、貧困だけ

が先行して、それは全て町村の責任で何か

をしなさいというのは、ちょっと国も身勝

手だと思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今町長の言われ

ていることは、私も十分承知いたしており

ます。というのは、私も貧困については関

心を持っていたので、いろいろ調べてみま

したところ、やはり国は無責任だなという

ようには思っています。

ただ、幾ら国が無責任だからといって放

っておくわけにはいかないというのが自治

体ではないかと思います。だから、国にや

はりそういう制度、財政含めてきちんと整

理してほしいというのは、もちろん声を上

げていただかなければいけないことだと考

えておりますので、それはぜひやっていた

だきたい、道にもそういうことを声を上げ

ていただきたい。

ですが、やはり地元では、そういう子供

たちのためには、対策として現実にやって

いかなければいけない問題だろうと思って

います。時々テレビでこういう貧困問題も

流れておりますし、それから、実際に話を

聞いている中では、高校の授業料の滞納も

ふえてきているというのが現実にある話な

のです。そういうところからすると、私た

ちと全く無関係ではないというふうに思っ

ていますので、その辺のことも含めて、自

治体では、今、国の制度、道の制度もあり

ますが、自治体でもそういう取り組みをし

ていかなければならないだろうと私は考え

ております。それによって、民間でも今少

しずつ力を貸していただいている状況にも

ありますので、例えば子供たちの学習支援

ですとか、給食の栄養状態とか、そういう

ものもいろいろな町では、子供たちに給食

のサービスを提供したり、ソーシャルワー

カーを各自治体で準備したり、大学生や高

校生が小学生・中学生の学習支援とか、そ

ういういろいろな取り組みが地域の民間の

中でもやられてきているのは現実としてあ

りますので、そういうところも含めて、町

としても何らかの方策をとっていかなけれ
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ばいけないのではないかと思っています。

その辺のことも踏まえた中で、事業展開

をしていただきたいと思いますが、それに

対して考え方があればお聞かせいただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどちょっと答

弁させていただきましたけれども、決して

責任放棄という話ではなくて、この貧困率

について、あるいは貧困については、全国

でこういったことが起きていると思います

ので、そういう全国で起きていることのセ

ーフティーネットを誰がやるかということ

です。多分これを地方自治体だけでやって

いくと、財政格差が貧困格差になって、貧

困格差が教育であるとか医療であるとか福

祉であるとか、そういう貧困の差がそうい

う格差につながると思いますので、町はも

ちろん道・町村とタイアップでやれという

なら、我々もしっかりやりたいと思いま

す。現実的に１回目、２回目の御質問にあ

りましたけれども、なかなかこの財政的な

ことを言うと厳しい話になるのですけれど

も、教育であるとか子供の福祉であると

か、そういうことにかけているお金は、美

幌町は約１１億円弱です。一般会計の１割

を出しているわけです。それだけで済むと

は思っていませんが、そういった状況も理

解をしていただいて国に声を上げていく。

その中で貧困対策をどうするかということ

は、町村も一緒になってやるという方向性

が私は一番いいのではないか。町村だけで

やればいいということになると、本当にさ

らなる格差が出てくると思いますので、こ

こはしっかりセーフティネットとして国に

考えていただく、そのことを引き続きとい

いますか、今回初めて質問をいただきまし

たので、地方からも声を上げていきたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、町長が答弁

されたとおりだと思っています。

国からきちんとした政策が出されて、そ

れに基づいて道・地方自治体と順序立てて

いかなければならない問題ではあるのです

が、やはり現実、自治体で抱えてる問題と

いう意味では理解をしていただきたい。そ

こで自治体として何ができるか、今最小限

何ができるかということも含めて取り組ん

でいただきたいということで、期待をした

いと思っています。

この問題については、これで終わらせて

いただきます。

次は児童虐待について再質問させていた

だきますが、虐待はさまざまな要因が複雑

に絡み合って起こり、専門的な知識や経験

に基づく丁寧なケアが必要です。役場が対

応する場合も、児童相談所が必要な支援を

しているかについても検証していただき、

そういうことを含めて連携した取り組みが

求められていると思っています。

道はふえ続ける児童虐待の防止や早期発

見につなげるために、過去の事例に基づき

分析調査した結果、虐待に対する親などは

自分が幼児期に何らかの虐待を受けてい

た、また経済的に困窮している、親族など

つき合いがほとんどなく孤立しているとい

った複数の問題を抱え、虐待に走る傾向が

多いと言われています。また、虐待の傷も

目立たないようにするために、腹部に虐待

するなど巧妙な事例が出てきているのも現

実として聞かれております。

また、子供は虐待の事実や内縁の家族な

ど、親が周囲に知られたくないと思ってい

ることを感じとり、隠そうとするなど、早

期発見に非常に対応が遅れているという現

実も聞かれています。

２００４年から市町村の児童家庭相談の

窓口も児童相談所とともに、虐待通告窓口

を担うように法定化され、主任・主担当が

決定されていると思いますが、相談窓口で

は相談者の訴えから状況を的確に判断する

ために、インテーク能力や地域の連携や支
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援ネットワークを理解し、活動されている

ようですが、課題も多いと言われておりま

す。相談人員は十分であるのか、通報情報

の伝達、予防支援のタイミングが失われて

いないか、信頼関係についてとりにくくな

っていないか、そういうことについての考

え方を聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 美幌町でも、

過去にはさまざまな事例がございました。

ただ、関係機関と連携をとって進めている

のですけれども、秘密を守らなければなら

ない状況もございまして、実際に事例を申

し上げるわけにはいきませんが、町長が最

初に答弁しております、各種主任児童委員

であるだとか、それから時には自治会長さ

んもその会議の中に入っていただいて、地

域で見守るような形で対応しております。

時には、警察から直接児童相談所に通報

される場合もありますけれども、その後に

役場であるとかそういうところで個別ケー

ス会議を開きまして、対応しているという

状況にございます。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 特に児童虐待が

起こる年齢は、ゼロ歳から小学生に多く、

子育て不安から虐待に走るケースが多く出

されています。

厚労省の報告によりますと、１１年度ま

での９年間で、心中以外で子どもが虐待死

した事例の４割強がゼロ歳児で、そのうち

４割は生まれた日に命を絶たれています。

産前産後、出産ケアがどれほど大事か、再

確認していただきたいということを申し上

げたいと思います。

先ほども質問しましたが、子育て支援が

今の社会状況の中では、いかに重要な取り

組みであるか御理解いただきたいと思いま

す。２００８年の児童福祉法の改正により

まして、生後６カ月未満の乳幼児を持つ家

庭を対象にした全戸訪問事業として法定化

されています。全数把握できる母子保健証

領域においても、子供の健康調査の実施に

加えて、未受診家庭が訪問や妊娠前からの

親支援の必要性が強調されておりますの

で、美幌町についても十分検討したうえで

取り組んでいただきたいと思います。

これはまた余談でございますが、厚労省

は１１年に自治省に通告をし、自治体に通

告を出し、養育できない、しないという保

護者の意向が明確な新生児については、妊

娠中からの相談も含め、特別養子縁組を前

提に直接里親に託す方法が有効と伝えてい

たということですが、認識されているでし

ょうか。

このころから児童相談所と地域の保健セ

ンター、病院などが連携して赤ちゃんの命

を守る取り組みが広がっています。厚労省

の通知がきっかけとなって、生みの親と暮

らせない子を施設ではなく里親家庭で暮ら

す取り組みも全国で広がっています。

子供を大切に育てることがまちづくりの

大きな課題、取り組みだということも認識

していただければということで今回質問を

させていただいておりますので、もし考え

方がありましたらお聞かせいただきたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 児童虐待によって

幼い命が、尊い命が失われるというのは新

聞やテレビで拝見しますけれども、その原

因はいろいろあります。子育てに悩んだお

母さんが手をかけるということもあると思

いますし、また夫といいますか男性が、虐

待して死に至らしめることもあって、非常

に悲惨な状況になっているのではないかと

いう実感はしております。

美幌町としては、さまざまな取り組みを

今までもしてきました。関係機関との連

携、特に児童相談所との間ではいろいろな

こともありましたけれど、我々も児童相談

所に物申すことはしっかり言って、連携し

て取り組んできたこともあると思います。
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美幌町が大きなシェルターになるよう

な、そんな取り組みを今後していきたいと

思っておりますので、いずれにしろ、私は

いつも国の話をしますけれど、国がやらな

ければいけないことを責任回避してやらな

いというのは、それはダメだと思っていま

す。そのことはしっかり、地方として国に

物を言わないと、なかなか直らないという

ようなことがあると思います。全部地方公

共団体に、市町村にやれというのは土台無

理な話だと思います。そうは思いません

か、議員。

ですから、やはり僕は声を上げていかな

ければいつまでもそういう状況が続きます

ので、ぜひとも議員もそういう機会があり

ましたら、国の先生方、道の先生方にお会

いする機会がありましたら、ぜひ物申して

いただきたいと思います。

私どもは本当に児童相談所と一緒なっ

て、ときには警察の力も借りながら、こう

いった児童虐待にある方の大きなシェルタ

ーになれるように頑張っていきたいと、そ

のように思っております。

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 町長が申し上げ

ていたとおり、やはり国に物申していかな

いといけないということと、子供は本当に

いつ、どんな状況で事故に遭うかわからな

いという、悲惨な事故に遭わないようにす

るために自治体も私たちも、いろいろな関

係機関と一緒になって取り組むことが重要

かと思っていますので、今後の活躍に、活

動に期待をしたいと思います。

以上で終わります。

○議長（大原 昇君） これで９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１１時１０分といたします。

午前１１時００分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私は通告しており

ます２項目につきまして、以下質問をいた

します。

最初の大きな項目は、国保問題について

であります。

その一つは、新年度の引き下げについて

でございます。

美幌町の国保税は全道で上位にありまし

て、本年３月議会の質疑で、平成２７年度

の国保税引き下げを求めたところでありま

す。町長からは、国保税、後期高齢者医

療、介護保険料のバランスを検討する旨、

御答弁をいただきまして、私は新年度の引

き下げは必ず実施されると、確信を得たと

ころであります。新年度の国保税額はどの

ようになりましたか、お伺いをいたしま

す。

この点の二点目は、美幌町の国保会計は

年度末の国保基金残高が、過去５年間連続

して３億円を保有しており、明らかに引き

下げ余力があります。本格的な国保税の引

き下げを、早急に開始すべきではありませ

んか。

二項目は、医療費徴収猶予及び減免制度

利用実績について伺います。

生活保護水準以下の所得の国保世帯に対

して、減免医療費の２分の１を国が補填す

る医療費減免制度の制定を、私は４年前に

求めまして、徴収猶予及び減免要綱が平成

２４年４月に制定されたところでありま

す。

美幌町の国保加入世帯の中で、相当数の

世帯が減免適用となる、このように推察し

ていますが、この間の利用実績はどのよう

になっていますか。

また、制度の周知徹底については、どの

ようになされていますか伺います。

三点目は、美幌町独自の国保税減免制度
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の制定についてであります。この間、国保

税の法定減免、７割・５割・２割に加え

て、町独自の上乗せ減免制定を提案してま

いりましたが、低所得者の生活苦の進展、

国保税の滞納状況を鑑み、美幌町も町独自

の上乗せ制度を制定すべきではありません

か。

四点目は、特定健診受診率向上策につい

てであります。

特定健診受診率の全国目標６５％に対す

る現状の到達状況をどのように評価されま

すか。また、保健師による啓蒙・啓発、国

保データシステムの活用、情報提供状況に

ついてもお示しいただきたいと思います。

大きな二点目は、ＴＰＰ協定阻止の取り

組みについてであります。今後の見通しに

ついてお伺いいたします。

農産物重要５品目の除外などの国会決議

に明白に違反して、最終段階をこの日本と

しては、迎えようとしているわけでありま

すが、ＴＰＰ協定締結問題で、オホーツク

管内規模の反対集会など、美幌町としての

努力経過及び未だに実現を見ていない原

因、また今後の見通しについて伺いたいと

存じます。

以上、第１回目の質問でございます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員の質問に

お答えを申し上げたいと思います。

初めに、国保問題について。新年度の引

き下げについてでありますが、国民健康保

険税は基礎課税額、後期高齢者支援金等課

税額、介護納付金課税額の合計額から構成

され、各区分ごとに設定をされておりま

す。国民健康保険税につきましては、本年

３月議会において、時期こそ明確にはして

おりませんが、なるべく早い時期にバラン

スをうまくとれるような形にしていきたい

と、按分率の改正について答弁をいたした

ところであります。

国民健康保険税は、いわゆる応能部分と

して所得割と資産割、応益部分として均等

割と平等割の課税総額の割合を基本に按分

率を決定しております。

御質問の平成２７年度からの按分率の改

正につきましては、平成２６年度国保会計

の単年度収支決算で、約９,０００万円の収

支不足となっていること、また、各区分に

おける応能部分と応益部分の割合を基本と

した按分率のバランスを算定することが、

事務的、技術的に相当数の時間を要したた

め、課税時期に間に合わなかったことなど

から、改正には至りませんでした。

按分率の改正に当たっては、今後の国保

会計の収支状況を見極めつつ、かつ、国保

基金の状況も勘案した中で、平成２７年度

個人住民税における所得及び固定資産税額

の課税実績を見据えて、平成２８年度改正

に向け、現在準備を進めております。

次に、医療費徴収猶予及び減免制度利用

実績についてでありますが、国民健康保険

の被保険者が震災、風水害などの災害に見

舞われたとき、または事業の休廃止、失業

により収入が著しく減少したときなど、一

時的、臨時的に著しく生活が困難になると

認められたときには、世帯主の申請によ

り、美幌町国民健康保険一部負担金の減免

等に関する取扱要領に基づき、一部負担

金、いわゆる医療費の自己負担分の減額、

免除などを行うこととなっております。当

該制度は、預貯金などを含め生活保護水準

以下の収入に見舞われたときの制度であっ

て、所得水準が低い方が対象となる制度で

はないため、これまでの申請件数は３件と

なっており、そのうち採択は１件、不採択

につきましては、所得が基準を上回ったこ

となどがその理由となっております。

制度の周知につきましては、美幌町ホー

ムページなどを活用して努めてまいりまし

たが、より一層理解いただけますよう工夫

してまいります。

次に、美幌町独自の国保税減免制度につ

いてでありますが、近年の国民健康保険税

の滞納状況ですが、過去５カ年の実績を申
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し上げますと、平成２１年度の滞納世帯数

が７３６世帯、滞納金額が２億２１３万６,

０００円でしたが、納税意識の向上や徴収

対策などにより、平成２５年度では滞納世

帯が５３０世帯に、滞納金額が１億６，１

０６万６,０００円にと、年々減少している

状況にあります。

御質問の美幌町独自の国保税減免制度制

定についてでありますが、国民健康保険税

は所得と資産に応じて、負担していただく

応能割と加入者をもとに負担していただく

応益割で算定しております。その算定に当

たり、低所得者の負担軽減のため、地方税

法及び町税条例において、前年度所得が一

定基準以下の場合、応益割の均等割・平等

割について、７割、５割、２割の減額措置

がされることとなっております。平成２６

年度及び平成２７年度の税制改正で、応益

割の５割、２割の減額については、低所得

者層の負担軽減を図るために、軽減判定の

ための所得基準が段階的に引き上げられ、

軽減措置の拡大が図られております。この

減額に対しては、国などから財政支援があ

り、財源の確保はされる制度となっており

ますが、町独自の減免措置を実施した場

合、現在の制度では、財政支援がないこと

から国保財政の運営に直接影響が生じ、町

独自の減免制度は困難な状況にあります。

町としましては、現行の軽減制度の中で納

付が困難となった場合には、納税相談の実

施や分割納付、他の支援制度活用の助言な

ど、個々の納税者の実態に即した対応を引

き続き行っていきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたしたいと思いま

す。

次に、特定健診受診率向上についてであ

りますが、特定健診は一般的にメタボ健診

と呼ばれ、肥満に伴う高血圧、高脂血症な

どを早期に発見して生活習慣病を改善する

ことで、将来、脳卒中、心臓病、糖尿病な

どの発症を予防し、医療費の抑制につなげ

たいという趣旨で実施されているものであ

ります。

特定健診受診目標は、第２期美幌町国民

健康保険特定健康診査等実施計画におい

て、全国６５％から６０％と引き下げられ

たものの、定期健診と特定健診を合わせて

実施する社会保険などと違い、国民健康保

険の場合は４０歳から７４歳までが健診対

象年齢と幅が広いうえ、食事や運動に配慮

して健康的な生活を送っている人、既に生

活習慣病などの治療を受けている人も含め

て健診対象となっております。

したがって、国民健康保険の被保険者に

は、制度の周知に相当の労力を必要とし、

かつ、受診率向上に苦戦していることは否

めず、平成２６年度の受診率は３１％であ

ります。

美幌町が実施する特定健診の受診率向上

策は、一つ目が「受診しやすい体制づく

り」として、４０歳から６０歳の５歳ごと

の節目には健診対象者に対し、無料クーポ

ンの配布をしております。また、美幌医師

会や北見医師会など各医療機関との連携協

力による個別健診やみなし健診の推進、国

保病院における冬期集団健診の実施、平成

２５年度から特定健診の料金を１，０００

円から４００円に改定して、町民が受診し

やすい体制を整備しております。

二つ目は、「啓蒙啓発及び受診勧奨」と

して、健康保険証送付に合わせた啓発チラ

シの送付、無料クーポン対象の未受診者

や、前年の受診者で当該年度未受診者への

電話による受診勧奨やはがきの送付、新聞

の折り込みチラシや広報、町ホームページ

などによる受診勧奨、各団体との協働によ

るふれあい広場、スマッピーイベント会場

や農業従事者に対する税務指導会場での特

定健診の必要性についての啓発や受診勧

奨、保健師などによる出前講座について

は、自治会、各種団体、職場などにおい

て、平成２６年度は１,６００人を超える多

くの町民を対象に実施しております。さら

に、平成２６年度からは、健診の対象年齢
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を３５歳以上から２０歳以上へ引き下げ、

若い世代の健診機会を設け、受診の動機づ

けとするとともに、健診の習慣性を図るこ

とによって健康増進と受診率の向上に取り

組んでおります。また、若い世代が利用し

やすいよう、メールでの健診申し込みも開

始しております。

特定保健指導については、利用者の利便

性を図るため、夜間にも結果説明会を開催

しており、受診者の約半数が来場し、健診

結果の説明を受けることにより、受診者自

身が健診結果を正しく理解でき、数値の改

善につながっていることが健診データから

も明らかになっております。

美幌町の健康づくりの指針である第Ⅱ期

健康増進計画について、毎年推進委員会を

開催し、国保データベースシステムを活用

し、医療費や健診データなどの分析を行

い、美幌町の健康課題の明確化と保健事業

の評価を行い、効果的な対策について検討

をしております。

美幌町は、ここ数年３０％台の受診率

と、当初から比べると向上しております

が、議員御指摘の目標には至っていない状

況であるため、今後ともより一層、受診率

の向上のため精いっぱい取り組んでまいり

ます。

次に、ＴＰＰ協定阻止の取り組みについ

て。

今後の見通しについてでありますが、Ｔ

ＰＰ協定締結問題については、農林水産業

のみならず、さまざまな分野に大きな影響

を与え、地域経済や地域社会の崩壊につな

がる危険性が高く、ＴＰＰ断固反対の立場

を明確にしながら、平成２３年２月に美幌

町ＴＰＰを考える連絡会議を設置いたしま

した。取り組みとして、セミナーの開催、

のぼり・看板・ポスター作成及び広報掲載

により多くの町民の方々に、ＴＰＰが地域

に及ぼす影響について、周知を図ってきた

ところであります。この間、広域的な運動

の取り組みが必要であることから、オホー

ツク圏活性化期成会をはじめ、機会あるご

とに取り組み強化の要請を行ってまいりま

した。しかしながら、各市町村において取

り組みの温度差もあり、広範な取り組みに

至っていない状況にあります。本年５月に

開催した、ＴＰＰを考える連絡会議におい

ても、広域的な反対運動への取り組みの必

要性が論議され、要請を行っていくことで

確認がされました。昨年１２月に設立さ

れ、現在３５団体で組織されております、

ＴＰＰ問題を考えるオホーツク管内関係団

体連絡会議代表であります櫻田北見市長に

対し、６月４日、同連絡会議が中心となっ

た、広範な取り組みによる一斉行動を要請

したところであります。要請の内容につき

ましても、十分な御理解をいただき、今後

においては広範な取り組みが実施されるも

のと考えており、本町としても、その取り

組みに対して連携を図り、最大限の支援と

協力を行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私の持ち時間もあ

と４０分ということなので、順番を変えま

して、最初にＴＰＰの問題について再質問

いたします。

今年に入りましてＴＰＰに関わる情報

は、アメリカの大統領に対して議会の権限

を委任する、権限を与えるという報道にほ

ぼ終始しています。今朝の報道でも、アメ

リカ時間で明日、上院で採択の見込みであ

るというようなことで、関連法案との関係

でよくわからない部分もありますが、ずっ

と山場を迎えているという緊張状態での報

道であります。しかも、新聞の論調で見ま

すと、全国紙はいずれも一切問題点につい

ては触れていない。しかし、北海道新聞を

はじめといたしまして、全国の地方紙はこ
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ぞって大変な問題だということで批判を強

めているというのが、実態であります。

その結果、世論は多分変わっていないの

だろうと思います。ＴＰＰ協定は推進した

ほうが良いというのが、これまでの世論の

大勢を占めているという状況であります。

そこをしっかり受けとめた上で、美幌町内

では農協組合長さんなどが、広域的な運動

を積み重ねていかないと全然だめだという

ような声も出されておりまして、私もその

点では全く同感であります。

オホーツク圏の集会やデモ行進などが今

こそ必要だといわれる状況を、この１年間

手をこまねいているというのが私の実感で

あります。

そこで、突っ込んだ質問はいたしません

が、依然としてこの交渉の、協定の中に

は、主権者は国民なのに交渉内容は一切秘

密にされるという点で、憲法に触れるだろ

うと思います。国民は全く知らされない

と。二つ目には、各分野で多大な打撃を受

けるということで、農業は言うに及ばず金

融、労働、保険、医療、環境、食の安全な

ど、国民生活の全てに影響、打撃を与え

る。

私はもう一つ憲法上の問題があると思っ

ています。

ＩＳＤ条項は、国権の最高機関は国会で

ありまして、日本の国会で定めた、例えば

産業振興・環境保護・食の安全などの法律

よりも、多国籍企業の利益が優先される、

そういう内容持っている。憲法上も許され

ない。こういう内容を依然として抱えたま

ま、協定締結に暴走しようとしているの

が、現在の政府であります。こういう状況

をしっかり受けとめて、何としても国民の

多数に世論をつくっていかなければならな

いということで、少なくとも今、全国各地

で東北を中心にしまして、盛んに反対集会

が、ことしになっても繰り広げられており

ますが、ぜひオホーツク圏、本日の答弁の

中にも時期が明示されておりません。やる

気があるのかというふうに、私は３５団体

の責任者に関わって非常に強い疑念を持っ

ております。やる気がないのではないか

と。いつ、どの時期に、事ここに至っても

全然集会もやらないとなったら、締結後に

騒ぐことになるのではないかというように

思うのですが、事態は第１回目の答弁のよ

うには私は受けとめられないので、再度お

聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＩＳＤが憲法に触

れるかどうかについては発言する立場にな

いので、それについてはちょっと控えさせ

ていただきますけれども、いわゆるＴＰＡ

というものでありますけれども、貿易の促

進の権限を大統領に与えるということが上

院を通ったということで、新聞報道などを

見ますと、どうも政争の具に使われている

という思いがしているわけでありますが、

私どもが組織をつくって反対しているその

根っこには、この町が農業を基幹産業とし

てる中で、やはり農業が大打撃を受けるば

かりでなくて、この地域の崩壊につながり

かねないということで、今までこの問題が

発生してからずっと構えは一つ、阻止する

ということでやってきました。

美幌町の影響額は３００億円を超えると

いうことでありますので、この１町村だけ

で反対運動をどんどん追求、問い詰めてい

っても、なかなか大きなうねりにはならな

いだろうということで、もうちょっと大き

い、例えばオホーツク圏域でうねりをつく

り、そして全道へのうねりにつなげていき

たいという思いで、機会あるごとに要請な

り発信をしてきました。それで、ただ今オ

ホーツク全体を包む、包括的に組織づくっ

ているのが「ＴＰＰ問題を考えるオホーツ

ク管内の関係団体連絡会議」ということ

で、３５の団体が集まってつくっていると

いうことであります。やる気が見えないと

いうようなお話でありました。私どもの連

絡会議も、この団体に対してオホーツクか
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ら大きなうねりにしていこうではありませ

んかという提言を先日させていただきまし

た。その後の状況についてはちょっとわか

りませんけれども、ただ一つは７月４日に

林農水大臣が北見に来られるということ

で、この団体が多分中心になると思います

けれども、林農水大臣に対して強い要請活

動をするというところまでわかっておりま

す。

全道的に見ても道東あたりと連携できる

のかどうかはちょっと置いておいて、この

近隣でいいますと、上川や十勝とどう連携

できるのかも含めて、多分模索されている

と思いますので、なお情報収集をしながら

要請するところはしっかりとしていきたい

とそのように考えているところでありま

す。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） この問題では、３

月の管内の町村長会議でも話題になったと

伺っておりますし、政党レベルでは、私ど

も３月段階で直ちにアピールの行動を起こ

してもらいたいということで、北見市長に

申し入れをしておりますが、いまだに日程

も決まらないということで、甚だ遺憾だと

思っております。責任が果たせないのであ

れば、代表を辞任されたいという強い思い

でおりますので、ぜひ管内の声をまとめて

いかなければ、いよいよ全く間に合わな

い。オール十勝が常に後塵を浴びていると

いう状況のオホーツクだということもあり

ますので、世論でともかく勝たなければ、

国会の議席では圧倒的に負けている状況な

ので、国民の運動でストップをかける以外

に方法がないとすれば、やはりさまざまな

アピールということしかないということ

で、ぜひ引き続き御努力いただきたいとい

うことを申し上げて、時間があと３０分し

かないということもありますので、この件

については終わりとさせていただきます。

国保問題についてお聞きいたします。

新年度の引き下げが作業的になかなか大

変だということですが、私は美幌町の現在

の国保は非常に高いということについて、

町長もう少し御認識いただく必要があるの

ではないかというふうに思いまして、幾つ

か再質問をさせていただきます。

道内の平成２５年度の決算の速報値がこ

とし２月に出ておりまして、私はそれ以上

のデータ、確定値は持っておりませんの

で、これを分析しているわけですが、１人

当たりの国保税調定額は美幌町１１万４,５

７２円と、全道１５７保険者中、上から３

４番目ということで、依然として高いとい

うことは明らかであります。一方で、１人

当たりの基金保有額は、美幌町５万９,００

６円で、基金総額は御承知のとおり３億６,

０６４万２,０００円ということで、全道１

５７保険者中、１人当たりでいえば上から

１８番目に高い基金を持っていると。１人

当たり５万９,０００円相当多額のもので

す。１人当たり調定額は１１万４,０００

円。１人当たり５万９,０００円の貯金を持

っているという状況、これは異常ではない

かと思います。

一方で、高くて払えないという国保税の

現年度滞納状況。美幌町は総額１億３,８５

４万２,０００円ですか。速報値ではそうな

っております。２８８世帯が滞納を抱えて

いる。滞納率は８.５４％。滞納があればそ

の分は払っている被保険者に被るわけであ

りまして、相当多額だなというように思い

ますが、今の部分は単純な比較です。

それでいろいろ見てみますと、小規模の

保険者は、国保の基金も相当多額に持って

おられるということで、人口が多くなれ

ば、加入世帯が多くなればなるほど基金の

保有は少ないと、こんな状況はあります。

それで、このように分析してみました。

美幌町加入者６,１１２名ということで、

５，０００人から７,０００人以下の美幌町

と同じような加入者数で見ていったらどう

なるだろうと。中には１８０人の音威子府
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から４６万人の札幌市までですから、規模

に整理してみたらどうだろうと。１５団体

ある、５,０００人以上７,０００人未満。

ここで見ますと、１人当たりの調定額は１

位です。それから１人当たりの基金保有額

もダントツの１位です。１５団体のうち１

０団体は基金ゼロ円、１人当たり１万以下

のところは２団体、そして２団体が２万円

以下で、美幌町が５万９,０００円と、こう

いう状況を見た上で、さまざまな課題があ

ったかもしれませんが、新年度間に合わせ

ることができなかったのだろうかと思うの

ですが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 大江議員の議

会での御質問の中で、私どもも事務を平成

２７年度に行うべきと進めておりました。

その中で町長の答弁もございますけれど

も、本年度の収支が約９,０００万円の赤字

であった。そして応能・応益割合というの

は一定のルールがございまして、そのバラ

ンスをとらなければならない。そのような

こともございました。あともう一つは、上

がる人と下がる人がいるという状況がござ

いましたので、それを上がる人がいないよ

うな形で計算ができないかというようなこ

とで、技術的にその部分で時間を要しまし

て、平成２７年については実施できなかっ

たということでございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 第１回目の御答弁

の中で、来年度について改正に向けて準備

を進めているということなので、これは、

ぜひ本格的な分析をした上で、適正な水準

に引き下げをぜひお願いしたいと思いま

す。新年度は残念ですが、もう間に合わな

いということなので、そこはことし間に合

わなかった部分も含めて、大いにメスを入

れていただければと思います。強く要請を

したいと思います。

時間の関係でどうしてもこれ以上、費や

せないので次に移ります。

医療費徴収猶予及び減免制度の利用実績

については、御答弁をいただきました。

それで、第１回目の御答弁の中で、この

徴収猶予や減免制度は、一時的、臨時的に

著しく生活が困難となると認められるとき

に、対象となる制度だということになって

おります。町の取扱要綱が手元にございま

すが、ここでも第２条で一部負担金、窓口

の医療費の支払う３割ということを一般的

に指しますが、一部負担金の支払いまたは

納付の義務を負う世帯主またはその世帯に

属する世帯主でない被保険者が、次の各号

のいずれかに該当し、ということで、各号

は列記されています。災害、干ばつ、事業

の休廃止、失業、前各号に掲げるものに類

する理由があったときということで明示さ

れております。

そしてかつ一時的、臨時的に著しく生活

が困難となると認められるときということ

で、ここでも条件は一時的、臨時的に生活

が困難ということであります。

そこでお伺いいたしますが、一時的でも

臨時的ではなく、もともと生活保護以下の

収入しかないという方は、町の要綱上は減

免の対象になるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） この制度につ

きましては、特別の事情ということで、要

するに今おっしゃったように、失業しただ

とか不良・不作であったとか、そのような

状況のときに減免制度があるということで

ございます。それ以外の場合に、その生活

保護基準以下の方がおられるということで

ございますけれども、それはやはり社会保

障制度である生活保護の方で面倒を見ると

いう形になろうかと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私は不思議だと思

うのです。一時的に収入の落ちた者につい

てはこの制度で拾う、そして拾った医療費
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の減免については、２分の１は国が面倒を

見ましょう。もともと年金などがものすご

く低くて、生活保護水準以下の収入であ

り、しかも預貯金が生活保護基準の３カ月

以内の貯金しか持っていないというのは、

ざらにいらっしゃる。しかし、そういう人

は対象にならないというような、通知文書

であったとは私は思っていません。平成２

２年９月１３日の厚労省保険局長の通知の

第１の２の（１）、この部分はちょっと読

み上げますが、「なお収入の減少の認定に

当たっては、次の各号のいずれにも該当す

る世帯を対象に含むものとする」というこ

とで、これ以前、昭和３４年３月３０日の

局長通知に一切書かれていなかったものが

加入されたのです。インターネットで調べ

ることができます。赤字で書かれていま

す。１項目は入院療養を受ける被保険者の

属する世帯、これは当然だと思います。問

題は２項目です。②世帯主及び当該世帯に

属する被保険者の収入または組合員及び当

該組合の世帯に属する被保険者の収入が生

活保護法、ちょっと中を抜きますが、いわ

ゆる生活保護法以下であり、かつ預貯金が

生活保護基準の３カ月以下である世帯とい

うことで、この部分は一時的・臨時的に所

得が少なくなった者という昭和３４年の通

知に対して、恒常的に所得の低い人を対象

にしてよろしいということを、あえて書き

加えたものです。この部分をすっぱり切っ

て、昭和３４年３月３０日付けの通知は美

幌町の要綱と全く同じです。書き加えたも

のについて、なぜ入れなかったのかお聞き

したいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） この一部負担

金の徴収猶予と減免の法律の趣旨というの

は、著しく所得が減少したときそういう方

を対象にしておりますので、おっしゃると

おり、年金等で生活保護基準以下の方はお

られると思います。そういう方について

は、やはりその生活保護のほうで面倒を見

なければならないというような形になろう

かと思います。ただ、実際問題としてどう

かという部分はありますけれども、所得の

少ない方については、この後の御質問でご

ざいますけれども、税の部分では保険料を

７割軽減することになりますので、そうい

う形で、両面で実際やっていきますので、

この部分についてはやはりその干ばつであ

るだとかそういうことの特例についての法

律というふうに考えております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私、厚労省に直接

聞こうかなと思ったのですが、地方分権以

来、そういう質問は都道府県に聞いてくれ

となっていますので、道庁に問い合わせを

いたしました。

この、なお書き以下の部分については、

一時的・臨時的な収入減少ではなくて、恒

常的な収入減少の方々に対しても、申請が

あれば受け付けるということを意味するた

めに、書き加えられたものではないかとお

聞きしましたら、そのとおりであるという

ことです。これは、かつての通達と違いま

して、技術的助言となっていますので、必

ずしもやらなくてもいいのですが、しか

し、この後の文章を見ますと、国は全部の

市町村でこの要綱のようにやってもらいた

いと、少なくともやってもらいたいと。そ

れ以上の中身については問わないが、この

基準以下の要綱などで行ったものについて

は、２分の１の助成金については支給しな

いという見解なのです。

要綱に基づいて、仮に何人か受け付けに

なったとして、交付金の対象にならない十

分な可能性をもっているのではないかと思

うのと、そもそも改正前には美幌町の取扱

要綱の１から４までについては、既に入っ

ているのです。改正後は「なお」というこ

とで、一時的・臨時的でなくても救済せよ

ということを、敢えて美幌町は要綱にうた

わない、あるいは町としてはそれを受け付
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け対象にしないというのは、なぜだったの

か、御見解を伺いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 大江議員がお

っしゃるとおりなのですが、財政的にやは

り半分を負担しなければならないというこ

とございます。そうすると、生活保護世帯

以下の年金収入の方も多数おられますの

で、非常に財政的には厳しい状況に陥ると

いうこともございます。国が２分の１を出

しますけれども、その半分は町が負担しな

ければならないことでありますので、やは

り政府としてこの対策をしていただかなけ

れば、市町村レベルでは非常に難しいとい

うこともございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） いや全く、私は納

得いきません。

昭和３４年３月の保険局長通知は、やり

なさいと、減免できますよと。ただし国は

一切関知しませんということだったわけで

すよね。全国の自治体の要請、住民の運動

の中で、やはり生きていくためのセーフテ

ィーラインの構築をということで、重い腰

をようやく上げて、減免は認めましょう

と、しかも一時的・臨時的だけではなく

て、そもそも収入の少ない、所得の少ない

世帯に対しても、まずはこの制度で救済を

しようと。ただし、生活保護法などもあっ

て、いつまでもここでの救済というわけに

はいかないので、平成２２年９月１３日の

通知の先ほど読み上げた後段で、「被保険

者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ生

活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可

能となるよう、生活保護担当など福祉部局

との連携を図る」という項目をあえて入れ

ているのです。何十年ぶりかに改正となっ

た今回の措置の眼目は、一時的・臨時的で

はなくて恒常的な方々に対しても対象を広

げ、なおかつ、いつまでもこの制度ではな

くて、もっと安定的なセーフティネットは

ありますのでということを、担当者を交え

てやるようにと。これは行政の流れとし

て、私はもっともだというふうに思うので

すが、美幌町はしないということを公然と

反旗を翻したことになるのではないです

か。

明文で規定されているので、今、腹芸で

あんたは良いよ、あんたはだめだというこ

とは、絶対に行政上、行ってはならないわ

けで、町の取扱要綱に基づいてしか仕事が

できないわけです。

要綱そのものが、瑕疵があると私は思う

のですが、どうですか町長。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私もちょっと、今

の話は詳しくわからない部分もありますの

で、いずれにしろ、今御指摘があった昭和

３４年３月３０日の通知を含めて、もう一

度精査させていただいて、具体的な答えは

その精査後にさせていただきたいなと思い

ます。

ちょっと検討の時間をいただければと、

そのように思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 検討するまで、少

し時間が欲しいということなので、検討の

項目にもう一つ加えていただきたいと思っ

ております。

それは、滞納世帯については収入の減が

あったとしても、国保税滞納者は対象外で

あるというように、取扱要綱の第７条の

（３）納期の到来している国民健康保険税

に未納があるときということがあるので、

滞納者についてはこの救済措置は及ばない

というふうに読み取れるのですけれど、そ

のとおりでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 当町の基準に

は、滞納がある場合については、それを却

下するとなっております。ただし、町長が

特別の理由があると認めるときは、その限
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りではないとなっております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 一部負担金減免保

険者徴収Ｑ＆Ａを国が出しておりますが、

保険料を滞納している世帯に属する被保険

者について、一部負担金減免を行うことは

適当でないと考えるがどうかという質問に

対して、保険料の滞納の有無に関わらず、

一部負担金減免を行っていただきたいと政

府は考えている。また、これを受けて、平

成２４年２月１３日の道の通知文書があり

ます。この中の（３）国民健康保険料

（税）の滞納の有無に係わらず、減免申請

を受け付けて審査していただきたいと、こ

のような国・道の指導文書があるにも係わ

らず、依然としてだめだという根拠は、一

体どこにあるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 本町の場合は

税の公平性ということで、滞納のある方に

ついては御遠慮いただくというような規定

を設けております。ただし、特別な理由が

ある場合については、これを認めるという

ことでございます。

それから、生活保護基準にございますの

で、実際にはそういう方が来たときに、生

活保護の適用を受けることもございますの

で、そのような形でカバーすることになろ

うかと考えております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） この部分について

も、問題だと思います。

先ほど、道の文書の中に、その前段で、

生活保護などの他の制度の活用について

は、まず現年の意思を尊重しというのでし

ょうか、その結果を踏まえて適切に対応す

るということで、ここも個別具体に助言が

なされています。

生活保護を受けるかどうかは、最終的に

は本人なのです。それをまず先にではなく

て、まず救済した上で、そういう制度があ

りますという助言などを行うのであって、

生活保護法でもそうですよね。他方に救済

手段があるのであれば、生活保護は後だよ

となっているのに、先に生活保護ありでは

ないと思うのですが、そういう点で、私は

国の通知文書は時代を経て、前進してきた

と思っています。

しかし、窓口でシャッターが下ろされて

いれば、救いを求めてもやられないという

状況にあるということも、ぜひ町長お考え

いただいて、それも含めて再答弁いただけ

ればと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、国の通知・道

の通知ということで、手元にもありません

し、初めて聞くお話でありましたので、い

ずれにしろちょっと時間をかけて検討し

て、問合せ先もお聞きしておりますので、

そういった中で検討する時間をいただきた

いと、そのように思っております。

（「それまで止めてください」と呼ぶ者あ

り。）

いや、今ではなくて、もうちょっと時間

が欲しい、別な機会にということです。

○議長（大原 昇君） 時間を止めてくだ

さい。

町長に確認します。大体の目途として、

いつ頃になりますか。

○町長（土谷耕治君） 今議会は想定しな

いで、答弁させていただきましたけれど、

ちょっと時間をいただくというのは、私ど

もが調査する時間も多分、相当かかると思

いますので、次の機会というのは、今議会

ということではなくて、次か次の議会まで

ということで、お願いできないかというこ

とであります。

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開は１時３０分とします。

午後０時０７分 休憩

―――――――――――――――――――

午後１時３０分 再開
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○議長（大原 昇君） 開会する前に、町

長から一言あります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどの大江議員

の質問に対する答弁でありますけれども、

しっかりとした答弁をいたしたく、精査・

確認をし、検討をさせていただきたいと思

いますので、どうかご理解をいただきたい

と、そのように思います。

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 平成２２年９月１

３日の通知文書は、４年前のきのう、６月

２３日の議会本会議場でグループ内の内部

決裁で終わっていて、上部に報告されてい

なかったということで、町長からは国のセ

ーフティネットで、最低限のものが設けら

れていると。団体のトップが判断すべき、

あるいは政治的な判断も含めてすべきこと

を、自分としてはその機会を失った、極め

て残念なことだという因縁の文書です。

そういう意味で私は改めて、昭和３４年

３月３０日から３０数年ぶりに改定され

た、前進面はしっかり受けとめていただき

たいと思いますし、その後、平成２３年２

月２２日の国からの事務連絡で、国の基準

よりも狭い場合は一切調整交付金の対象と

しませんよということが出されている。そ

れから、翌年の道の指導文書もあって、そ

ういうものをしっかり、グループの中で、

土台をしっかり定めて、行政執行してほし

いと思いますが、一言だけその部分につい

て、町長から御答弁いただきたいと思いま

す。

○議長（大原 昇君） 町長

○町長（土谷耕治君） このことは、私も

忘れもしない、この場でいろいろな問題を

指摘されました。

そんな中で、周知の問題含めていろいろ

ご指摘をいただいておりますけれど、今後

このようなことがないよう、担当部局含め

て、他の部局も通知文書等、重要なものに

ついてはしっかり町長まで上げるよう、今

後は組織内でしっかりとした対応ができる

ように、そのように改めて私の責任におい

て、しっかりとした対応をしていきたいと

そのように思っております。

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。

通告順により発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、私は３

項目通告しておりますので、順に質問をさ

せていただきたいと思います。

まず一点目は、町長の政治姿勢について

でございます。

室内ゲートボール場施設整備基金の考え

方でございますが、町長のマニフェストに

ある室内ゲートボール場整備に関しまし

て、以前私の質問に対して、整備の考え方

には変わらないと答弁されておりましたけ

れども、私が見るところ、ゲートボール人

口は本当に少なくなり、専用の室内ゲート

ボール場の必要性を見直しする考え方はな

いのか。

昨年９月の一般質問で、私は室内多目的

運動場整備を第６期総合計画、重点施策と

する考え方を質したところであります。

施設の必要性を認め、びほろみらいまち

づくり会議の中で、重点化施策として検討

する旨の答弁をいただいております。

現在、第６期総合計画の策定作業中では

ありますが、室内多目的運動場を重点化施

策として掲載した場合、現在のパークゴル

フ場及び室内ゲートボール場施設整備基金

条例の目的を改正する必要についてお答え

いただきたいと思います。

二つ目は、元気の出るまちづくり、ふる

さと人材バンクの設立についてでございま

す。

平成２７年５月、北見東京電波美幌工場

の閉鎖の新聞報道があり、驚きと今後の再

就職対策の成り行きに、大きな不安を感じ
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ております。企業誘致した企業の多くが撤

退・閉鎖し、厳しい経済環境が原因とはい

え、美幌町にとって大きな社会問題でもあ

ります。

企業誘致のため、町は美幌商工会議所・

北海道庁・北海道東京事務所・東京美幌

会・さっぽろ美幌会などと連携して、あら

ゆる機会をとらえて情報収集に努めている

とは思いますが、なかなかうまく進んでい

ないのが実情ではないでしょうか。

私は、美幌町出身者や町とゆかりのある

方で学術・産業技術・芸術文化スポーツ等

さまざまな分野で活躍をされている人材

が、どのくらいの数おられるのかを承知し

てはおりませんが、北海道内でも人口２万

人を超える美幌町とは、ゆかりのある相当

数の著名な方々が、多数な分野で活躍され

ていると思います。

今回の、北見東京電波美幌工場の閉鎖を

きっかけに、全国あるいは世界各地で活躍

されている方々を町民の協力で調査をし、

美幌を元気にする人材バンクを設立し、登

録していただき、美幌町の元気づくりのた

め情報・提言・助言など積極的にお願いす

る仕組みとして、人材バンクが必要と思い

ます。

企業誘致・移住促進・交流人口対策・町

政の懸案事業の推進等に活用することで、

美幌町が少しでも元気になると考えますが

いかがですか。

三項目は健康増進について、保健推進員

の配置についてでございます。

保健推進員を全自治会に配置する提言

は、平成２５年１２月議会において、総務

文教厚生常任委員会視察調査報告として行

ったところであります。

特定健診等受診率向上対策を調査する中

で、石狩管内当別町は、昭和５２年母子保

健推進員を昭和５７年に保健推進員に衣替

えし、各自治会において特定健診等の周

知・啓発を行い、平成２２年度実績で特定

健診受診率は全道１７９町村中１５位、特

定保健指導実施率は４６位と成果を上げて

おります。

町では、食生活を通じて町民の健康づく

りをサポートする、美幌町ヘルスリーダー

の会が食生活改善部門で、平成２７年度オ

ホーツク総合振興局長表彰を受賞されまし

た。平成１５年に設立され、長年の取り組

みが大きく評価されました。このようなす

ばらしい取り組みを生かして、食生活改善

や食育を主にした健康増進から、健康づく

りの意識啓発として各種健診の受診の勧

め、保健事業・運動の推進などを取り組む

など、保健推進員を全自治会に配置し、ヘ

ルスリーダーと連携して町民の健康増進を

強化すべきと考えます。

これまでの検討状況と実施についての考

え方をお聞かせください。

以上でございます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 上杉議員の質問に

お答えをいたします。

町長の政治姿勢について、室内ゲートボ

ール場施設整備基金の考え方についてであ

ります。

室内ゲートボール場の整備について、最

初にマニフェストで発表いたしましたの

は、平成１９年の第１期目であり、２期目

では早期実現を目指してまいりました。

室内ゲートボール場の整備につきまして

は、私が就任する以前の平成１０年、１１

年に議会に陳情があったところでもあり、

町民のニーズが高いと認識をしておりまし

た。

御質問にありましたゲートボール人口の

減少については、私の知るところでは、そ

のような状況となっているとは考えており

ません。しかしながら、公共施設の効率的

かつ有効的な活用方法や、より多くの町民

ニーズに応えられる施設の整備について、

日頃から検討課題であると受けとめている

ところであります。

議会からも御意見をいただいているとこ
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ろでありますが、第６期美幌町総合計画策

定のため、現在進めているびほろみらいま

ちづくり会議での議論におきましても、各

委員の方々から室内多目的運動場の必要性

や建設整備への御意見が出されておりま

す。このことからも室内ゲートボール場

は、町民ニーズの高い室内多目的運動場と

して、第６期美幌町総合計画や公共施設等

管理計画などの中で検討してまいります。

これら検討内容により、一定程度の考えが

まとまり次第、町民の皆さんや議会の皆様

へ御報告いたしたいと存じます。

御質問の基金条例の改正につきまして

は、必要な時期に現状の基金条例の目的等

を改正することを検討したいと考えており

ます。

次に、元気の出るまちづくりについて、

ふるさと人材バンク設立についてでありま

す。

人材バンク設立への御提案でございます

が、人材活用の目的としましては、その方

が持つ知識や能力、技術を生かして指導的

な活動に期待すること、また人脈やネット

ワークを生かして、美幌町の発展のため必

要な情報提供や御協力をいただくなど、広

く期待するところであります。

御質問では、特に情報や提言・助言など

をお願いする仕組みとした、人材バンク設

立による活用提案でございますが、町とし

ましては、現在のところ人材の情報を一つ

にしたものはございません。しかし、こう

した方々から、御提供いただける情報等

は、町の業務推進のために活用し、役立て

ることは有益でありますので、人材情報の

入手方法や情報管理、活用法など総合的に

検討して、業務推進に生かせるよう考えて

まいりたいと存じます。

次に、健康増進について、保健推進員の

配置についてでありますが、保健推進員

は、自治会などから選出され、市町村長の

委嘱により、地域保健事業の推進を目的と

しており、主な活動内容は、一つには地域

の健康づくりの実践として、日常の食生活

の改善や軽運動の普及、健康教室の実施が

挙げられます。二つ目としては、健康づく

りの意識啓発として、健康診査、がん検診

の受診勧奨や各種保健事業の周知など、三

つ目としては、乳幼児健診などの行政が実

施する保健事業への協力や地域住民の保健

事業に対するニーズの把握と情報提供な

ど、地域と行政をつなぐ役割を担っている

と認識しております。また、美幌町ヘルス

リーダーの会は、町民が健康で安心して暮

らせることを目的として、地域の健康づく

りを主体的に推進するため、食を中心とし

た活動を行っており、活動目的は、概ね保

健推進員と同様であります。

しかしながら、一般の方を保健推進員と

する場合、未受診者に対し受診を勧奨する

ことは、個人の受診状況の把握などが必要

であり、実施には担い手の負担も大きく、

課題が多いと考えております。さらに、ヘ

ルスリーダーは地域区分による選出ではな

く、自ら健康的な生活習慣を実践するとと

もに、地域における健康づくりに対して、

主体的に取り組むことができる方が参画し

ており、ヘルスリーダーの活動の積み重ね

や協議の中から定められた活動方針に沿っ

て、現在２０名の方々により活発な事業展

開が行われております。

このようなことから、現在のところ町と

して保健推進員の配置は考えてございませ

んが、近年の地域保健を取り巻く状況や少

子高齢化のさらなる進展など社会情勢の変

化を踏まえ、個々の町民の健康を増進する

ためには、地域に根差した信頼や社会規

範、ネットワークといった社会関係資本を

活用し、住民参加型の地域活動が積極的に

展開されることが重要であり、町民自らが

健康づくりに取り組む気運を醸成していく

ことが、必要であると考えております。

町では、出前講座など成人、高齢者向け

健康教室を開催しており、平成２６年度は

１,６００名を超える町民に参加していただ
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いております。このような取り組みの中か

ら、地域の絆により、ゆとりのある生活の

確保が困難な方や、健康づくりに関心のな

い方々等も含めて、社会全体が相互に支え

合いながら、町民の健康を守る環境を整え

てまいりたいと考えておりますので、御理

解いただきたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○上杉議員 それでは、一点目の室内ゲー

トボール場整備の関連で、町長答弁のよう

に平成１０年、１１年に議会陳情がありま

して、総務文教常任委員会に付託され、平

成１２年６月に審査結果として、当時とし

ては住民ニーズがあったという判断から、

議会では採択をしております。

しかし私、議員なってから思うのですけ

れど、町の中を歩いていて、以前は本当に

公園とか空き地で老人クラブの方が主だと

思いますが、そういう方が非常に楽しくゲ

ートボールをしていた光景を至る所で目に

しておりましたが、もう既にその当時から

１５、６年たっていて、ゲートボール人口

は減少しているのではないかというふうに

認識しているところでございますけれど

も、そういう状況にないという答弁でした

が、そういう実情について町として把握さ

れておりましたらお答えください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私、美幌町のゲー

トボール大会に毎年行かせていただいてい

ますけれど、その中で見る限りはそういう

状況にないということです。ただ、ゲート

ボール人口をどこかで統計をとって、何か

比較したというのは現在のところございま

せんので、多分、上杉議員も感覚で、公園

を見たりして今までやっているのがやって

いないのでというお話だと思います。デー

タ的にはないと思いますけれども、私はそ

ういった意味で、減ってはいないのではな

いかという見方をしているところでありま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私もつぶさに調査

したわけではないのですけれど、申し上げ

たのは、議会が採択した時期から１５年た

っています。土谷町長が８年前にマニフェ

ストに挙げた時からも、もう８年たってい

るのです。この長い時間の経過の中で、私

は状況が変わってきているのではないかと

いう認識ですので、そこは今この議論をし

てもやむを得ないと思いますが、どこかで

機会があれば、しっかりゲートボール人口

について、調査をしていただきたいと思い

ます。

それで昨日、新鞍議員の一般質問に対し

て、室内専用ゲートボール場にするのか或

いは室内多目的運動場の中で、ゲートボー

ルをできるようにするのか、現時点ではま

だ決めていないという答弁でございまし

た。答弁から判断すると、現在の基金は二

つの事業目的基金でありますので、現在先

行しているパークゴルフ事業に全て使うの

ではなく、室内のゲートボール事業のため

に、積立金を残しておくという考え方でよ

ろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そのようなこと

で、よろしいかと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） それで、びほろみ

らいまちづくり会議の議論も含めて、今ま

での町長答弁からは、室内多目的運動場整

備というのは町民ニーズが高いという認識

をしていると私も受けとめておりますけれ

ども、そこで、そういう認識があるとすれ

ば、第６期総合計画の基本計画というのが

今年度議会に提出されて、基本計画の中

に、例えば室内多目的運動場の整備事業と

いうのが計上されて、基本構想そのものが
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議会の議決をされた場合、その時点以降速

やかに、先ほどの答弁では一定の検討をし

た中で判断するということでしたが、そう

いう時点を経過したら、現在ある基金の条

例目的を改正すると受けとめてよろしいで

しょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この室内ゲートボ

ール場の整備については、１期目からの約

束事であります。ただ、現状として２期や

らせていただいて、その中でいろいろ検討

したのですけれども、いまだ実現に至って

ないということで、大変関係者の皆さんに

は御迷惑をおかけしているかと思います。

ただ、一定の考え方がまとまり次第とい

うのは、やはり、これは引き続き努力をし

ながら、そして今、総合計画等の検討組織

がありますので、そちらからもこの室内多

目的運動場についての御意見をいただいて

おりますので、早い時期の決断をしなけれ

ばいけないと思っておりますけれども、も

うちょっと時間をいただいく中で判断をさ

せていただきたい、もうちょっと努力をし

たいという思いでありますので、この一定

の程度の考え方ということは、そのように

受けとめていただいてよろしいのではない

かと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 早い時期、私は具

体的に聞いたつもりなのですけれども、議

会で基本構想や、基本計画は議決事項では

ありませんが、前提になる事業の中に、例

えば、先ほども申し上げましたように、室

内多目的運動場を町の計画としては整備す

べきだと、そういう考え方が出された以降

でなければ、いわゆる、私の質問している

基金の条例目的はそういう時期に改正する

のかなということですが、今の答弁からい

うと、そういう議会の議決とかそういう時

期よりもっと早い時期に、町長として室内

の専用ゲートボール場でいくのか、多目的

にするのかということをもっと早い段階に

一定の判断をして、考え方を示したいとい

うことで理解してよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そのとおりだと思

います。そういう決断を早くして、待って

おられる方もたくさんおられると思います

ので、多目的運動場にゲートボールも入れ

て整備させてくださいということであれ

ば、そういう説明責任もしっかり果たさな

いといけないと私は思っておりますので、

そのようなことでよろしいかと思います。

そして、そういう決断をした後に、基金

条例をどうするかについては判断をしたい

ということでございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） マニフェストです

から、これは仮定で大変申し訳ないのです

が、町長がいわゆる専用の室内ゲートボー

ル場は整備しないで、例えば、多目的運動

場の中でそういう利用もできるようにする

という、マニフェストの変更という部分で

は非常に重いものがあると思うのですが、

町長は今、説明責任を果たしたいというこ

とで、私はもちろん議会もそうですが、町

民に対してはそういう説明責任という意味

では方針変更をされるときは、何らかの方

法によって町民に対してそういう大きな考

え方を示すというように、議会とは別にそ

ういう機会を設けるということで受けとめ

てよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 総合計画に載せる

方法も、例えば、室内ゲートボール場も多

目的運動場も載せるという方法もあると思

いますけれども、そうすると二つの施設が

ということになりますので、ただ、片一方

で室内ゲートボールを待っておられる方が

おりますし、私は約束してきて今まで努力

してきたのですけれども、結果的にできて

いないということを含めて、それを一つの
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施設に包括してしまうということになる

と、それはマニフェストの変更であります

ので、しっかり何らかの機会をとらえて説

明責任は果たさなければいけないという思

いであります。

○町長（土谷耕治君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 二つというのは私

の想像の中にはなかったのですけれど、私

の質問の意図するのは、これからいろいろ

な機会を通じてゲートボール人口を調べて

みたいと思いますけれども、相当減ってき

ているという中で、ゲートボールだけの専

用というのは多くの住民の理解が得られる

施設なのかなということで疑問を感じてお

りました。以前も質問したように、多目的

で天候を気にせずに、通年型でできる室内

施設の整備というのが、多くの町民が求め

ている施設ではないかという思いですの

で、ここはまた町長なりに判断していただ

いて、ぜひそういう大きなマニフェストの

変更の場合は、議会だけでなくて多くの町

民の皆さんに、しっかり説明責任を果たし

ていただきたいなと思います。

それで、この質問を通じて感じたことで

ございますけれども、町が計画する大きな

事業に関連して、今回もそうですけれど、

相当長期間、時間が経過をしていることに

伴って、町民の意向が変化をする、あるい

は町にとって単に優先すべき事業が出てき

た、こういう情勢の変化によって、当初の

事業を変更、あるいは廃止する、そういう

再検証をする、これは一時期、道庁では時

のアセスということで取り上げた時期があ

りましたけれども、私はやはり住民ニーズ

の変化、あるいは町の環境変化によって、

再検証する必要性があるのではないかと感

じております。

この問題も含めて、既に住民要望から１

５年以上も経過している中で、いまだに町

長のマニフェストですから気持ちとしてわ

かりますけれども、私はそういう検証の作

業の中で、議会に対して説明をされるべき

でないかと考えますがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 室内ゲートボール

場に限らず、私は日頃から職員にも言って

いるのですけれど、時のアセスメントは時

代という物差しを当てて、時代的役割が終

わったものについては、スクラップをし

て、新しい町民ニーズのほうに資金をシフ

トしていく、新しいものをつくっていく、

ビルドしていくということが、有り余るお

金ではありませんので、そういった普段の

見直しの中で、時のアセスメントのような

時という物差しを当ててやるということ

は、常日頃からやっていかなければいけな

いだろうと、そのように思っているところ

であります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） ぜひ、私は本当に

こういう住民要望から１５、６年経過した

事業が、本当に今、多くの町民が望んでる

事業なのかどうかという検証をしっかりし

た中で、やはり議会の中でも提案された事

業に対する可否を議論していくという意味

で言えば、今町長がおっしゃるように、常

に再検証するということをお願いしておき

たいと思います。

それでこの項目の最後にしたいと思いま

すけれど、先ほどの答弁で、この基金は二

つの目的ということですので、少なくて

も、今２億円くらいの基金がありますの

で、何千万円かは室内ゲートボール場の基

金として残されると、その金額、もちろん

これからパークゴルフ場や財源確保を含め

てどうなるかわかりませんけれども、残さ

れると理解してよろしいですか。ゼロにな

って、またそのために積み立てていくとい

うことの考え方ではないという理解でよろ

しいですね。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） パークゴルフ場に
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関しては、そういうことだと思います。

あと、私もデータ的にはありませんけれ

ども言われることがありまして、「室内ゲ

ートボール場がないからだんだん人も減っ

てきているのですよ」という話も、逆にそ

ういう意見も言われる人もおります。

また、議会の陳情の中でも、既設の空き

施設を使ってそこを改修してというような

ことも、議会の話しの中には出ていたよう

に記憶しておりますので、そういう方向で

私もいろいろ検討してきたことがあるので

すけれど、条件が合わないとかそれでいま

だにできていないという状況がありますの

で、その辺も御承知おきいただきたいと思

っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 室内ゲートボール

場のほうは以上で終わりたいと思います。

次に、ふるさと人材バンクに関してでご

ざいますけれども、こういった私の提案に

関して、いろいろな活用をされる、期待さ

れているとの答弁をいただきました。

特に少子高齢化や人口減少が進む中で、

町民の知恵だとかアイディアはもちろんで

すが、先ほど話したように美幌町出身の

方、あるいはご縁があって出身でなくても

美幌町を第二のふるさとのように思ってい

ただいてくださる方というのは、たくさん

いると私も思います。そういった方々の力

を、こんなときにこそ美幌町のまちづくり

のために、積極的に生かしていくべきでは

ないかと思っております。

先ほどの答弁では、どのような方法によ

ってやるかを含めて検討したいということ

でしたので、できれば専門分野・職業だと

か、あるいはその方の連絡先、これは美幌

町の町民の方の親戚・縁者で結構いらっし

ゃるのではないかと思いますので、ぜひど

こかの機会で町民の皆さんに、データバン

クに登録していただくための情報を提供い

ただいて、その後に御本人に人材バンクの

趣旨を十分説明をした中で、そういう作業

をやっていくべきだと思うのですが、具体

的に検討していくということでしたけれど

も、年内中に、例えば一定のどのような形

でやるかについて煮詰めていくとか、そう

いう時期的なことで踏み込んでお答えをい

ただけますでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 時期については、

なかなかちょっと難しく、今明確にお答え

することはできませんけれども、実は美幌

町の企業誘致育成推進協力員制度というの

がありました。それで１９年だと思いまし

たが、廃止した経過があります。

その後、観光大使という名称でそれに似

たような、美幌を元気づけていただくため

の制度を設けて、現在に至っているわけで

ありますけれども、外の力を借りて美幌を

元気づける、そして発展させると、要する

に内発的な発展を目指すというか、外発的

な発展を目指すというか、外の力を借りて

美幌町を発展させるということについて

は、若干反省を込めて言うと、ちょっと私

も内を向き過ぎたのかなというような思い

は持っております。

数年前に、ワタミという会社が峠牧場を

引き受けて運営していただいております

し、指定管理者で峠の湯を共立メンテナン

スにやっていただいており、これらも一つ

には北海道東京事務所の力が大きく効いて

おりまして、そういった意味で、やはり外

からの情報、あるいはそういった外からの

力を借りることも非常に重要なことだと反

省を込めて、どういったシステムがいい

か、ただ元気づくりと言っても抽象的とい

いますか、具体的に何をやるか、企業誘致

のためにやるのか、ただ応援団でいていい

のかということがありますので、その辺も

詰める必要があると思いますので、時期に

ついては今明確にいつまでというようなこ

とは、ちょっと御勘弁をいただきたいと思

っております。
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○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） こういう人材バン

クではありませんけれども、観光大使なん

かはそういう意味ではそれに似たような形

で、美幌町のためにいろいろな形で力をお

貸しいただいているということですから、

私が今回質問しているのは、企業誘致のた

めということだけではなく、町が抱えてい

るいろいろな懸案を進めていくために、い

ろいろな力を貸していただくという意味

で、わかりやすいのは企業誘致や移住促進

だとか、交流人口ということで書いたので

すけれど、その中ではもちろん観光振興な

どがあってもいいと思います。

ですから、幅広い分野の著名な方の力を

お借りするという意味で、私が知っている

伊那市、ここはすごく、ふるさと大使・特

命大使・公使人材バンクというのがあっ

て、かなり幅広い形でいろいろな分野を登

録してやっています。

例えば、うちで言えば、オリンピック選

手やパラリンピック選手がうちに来て、い

ろいろな形で子供たちにお話しをしていた

だくとか、そういう分野での活用も既に美

幌町はしておりますから、既にやっている

人材も含めて、いろいろな分野の人材を幅

広くまず調べてみて、その上で目的を明確

にした上で、その方にぜひ美幌町のために

いろいろ力なっていただきたいと。こうい

うバンクができることによって、私はこれ

からいろいろな懸案を抱えて、いろいろな

ことを検討していくときに、そういう方々

の力がまちづくりに大きく効果があるので

はないかと考えておりますけれども、そう

いう面では既に観光大使などもやっていら

っしゃいますので、そういった面から幅広

い人材バンクにすべきでないかと考えてい

ますけれども、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 幅広いといいます

か、そういうことは重要だと思っておりま

す。それで観光大使が、今の制度にやや似

ている制度ということで、今行っているの

ですけれども、この中にはオリンピック選

手やワールドカップ選手に入っていただい

ていますし、また長年にわたってグリーン

ビレッジを使ってアンサンブルの練習をし

ている方が、この町を気に入っていただい

て、その方に観光大使になっていただくな

どもしております。

それで、美幌町出身の方ではかなり有名

な方もおりますし、全国的な知名度のある

方もおられます。また、美幌に一時期おら

れて、第二のふるさとだと思っていただい

ている方もたくさんおります。多分そうい

うことがふるさと寄附に繋がってきている

のだろうと思っていますし、そういった方

があまり重荷にならないようなことで、御

協力いただけるような方法も考えてみたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 町長の答弁のとお

り、お願いしたからといってその人が非常

に負担に感じることではなくて、いろいろ

な自分の経験から、登録された方のご縁で

また違う方に繋いでくれるだとか、そうい

う二次的な効果も著名な方はいろいろなネ

ットワークを持っていらっしゃいますか

ら、「ふるさと美幌のためにちょっと力を

貸してよね」というご縁もいただける可能

性もありますので、相当数、私の知らない

美幌町出身で著名な方が、全国的にたくさ

ん活躍されているのだろうと。東京美幌会

やさっぽろ美幌会の会員だけではなくて、

もっともっと裾野にたくさんの著名な方が

いらっしゃると思いますので、その組織と

は別に、今後できるだけ早くそういった作

業をしていただき、データバンクができ上

がれば、ホームページ等で公表しながら、

広く町民の皆さんにそういった取り組み

を、周知していただきたいなと思って、こ

の部分については終わりたいと思います。
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次に三点目でございますけれども、答弁

にございましたが、保健推進員の役割の一

つの、健康づくりの意識啓発が非常に大事

だと考えております。

町はあらゆる機会を捉えて、各種健診の

受診勧奨は取り組んでいます。先ほどの大

江議員の質問の中でも、いろいろな努力を

しても、なかなか受診率が伸びてこない、

３１％台にようやくのって、そこで頭打ち

の状況にあるのではないかと思います。

私はヘルスリーダーとは別に、保健推進

員を全自治会に配置して、長い時間をかけ

て町民の意識啓発を進めるべきだと考えて

おりますが、答弁ではヘルスリーダーにそ

ういった新たな分担まで持たせると大変だ

ということで、これは私も同感でございま

す。

別にという、私の提案についてはいかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどの答弁で一

つ漏らしておりましたけれども、美幌を応

援していただける、元気づける方がなって

いただいても、今度それを受ける側、我々

の意識改革もしっかりしないと、どんどん

良い提案が来て、それを真正面から受けと

め、そしてそれをどういう形で具体的なも

のにしていくかという、そういった意識改

革をしっかりしないと、そしてまたそれ

は、美幌町全体で、町ばかりでなくいろい

ろな関係機関を含めてやらなければだめだ

と思っておりますので、その辺ちょっと申

し添えさせていただきたいと思います。

保健推進員の配置でありますけれど、考

え方は否定するものでは全くありません。

ただ、ヘルスリーダーと一緒になってと

いうのは、なかなか難しいと思いますの

で、あとは私どもの健康づくりはどのよう

にしているかというと、保健師中心に健康

づくりに当たっております。

保健師も従来と違って、地区担任制とい

うものをやっており、一定の評価もいただ

いておりますので、それとヘルスリーダ

ー、あるいはボランティアの方が外堀をし

っかり固めていただいてるということがあ

りますので、つくるとしても屋上屋になら

ないようなことを考えなければ、組織はつ

くって大きくなったのはいいのですけれ

ど、そのことで機能しなくなるということ

だけは避けたいと思います。

趣旨はよくは理解しておりますし、必要

なことだと思っておりますけれども、今す

ぐ、直ちにということにも現実問題として

ならないのではないかと思っております。

美幌町は健康づくりで、特定健診率がよ

うやく３０％台にのってきたというのも、

保健師活動の一つの成果だと思っており、

その他保健活動も他に誇りうることがたく

さんあると思います。

例えば、２７年度に金額的には１００万

円で小さな取り組みかもしれませんが、多

分当別ではやっていないと思いますし、全

道的にも初めてだと思いますけれど、新た

に禁煙サポーターの取り組みや中学生に対

するピロリ菌除菌の取り組みなど、いろい

ろやっていますので、そういった全体的な

評価をもう一度していただければ、保健師

もなお充実した活動ができるのではないか

と思いますので、そちらのほうもひとつよ

ろしくお願いをしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私も元その職にあ

りましたので、十分美幌町の担当している

職員の皆さんが頑張っている。頑張った結

果が今３１％と、その間いろいろな努力を

していることは私も評価しております。

議会で視察した石狩当別も、食の方から

少し幅を広げて健康づくりにシフトして、

長い時間をかけながら人材を育て成果を出

してきているということを勉強させていた

だきました。

やはり今、それぞれ保健師の皆さんが取

り組んでいる努力は認めますが、それでは
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ヘルスリーダーと保健師の努力だけで、も

う少し率が年々上がっていくのかという

と、私はそう簡単ではないのではないか、

そこの根底には健康づくりに対する住民の

意識をどうやって変えていくかということ

が一番大きなところで、そこをヘルスリー

ダーは、意欲のある町民が手を挙げて、今

頑張っていただいて引っ張ってきてくれて

います。

議会が提案したのも、各自治会の中に意

欲がある人に手を挙げていただくほかに、

いないところは逆に自治会から推薦をいた

だいて、そういう方に保健師の皆さんと一

緒になりながら、健康づくり、特に各種健

診の受診率を高めるために頑張っていただ

くということを、長い時間かけて取り組む

ことによって、私は特定健診だけではな

く、各種健診の受診率を高めていく、当別

町では特定健診の受診率を各会町内会ごと

に棒グラフにして、広報に掲載されていま

した。そういうことで、低い町内会は少し

でもよくしようという努力というか競い合

い、そういった部分も出てくると思いま

す。

ヘルスリーダーにその役割を持たすとい

うことを私も求めているわけではありませ

んので、特に私の提案している健康づくり

の意識啓発という意味で、健診を受診して

いただくための勧奨のようなことを地域の

方にしっかり、地区担当の保健師の皆さん

が町内会に出向いて、いろいろな話をしな

がら保健推進員なっていただいた方に、保

健師と一緒になって個別にやっていただ

く。その活動を５年、１０年やっていけば

間違いなく、特定健診だけではなくて各種

健診の受診率というのは延びていくのでは

ないかと思っておりますけれども、そうい

った面でいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 特定健診もこの３

０％というのは、２３年からぐんと伸びた

というようなことがあります。

一つの要素としては、国保病院からデー

タをいただけるようになったというような

ことであります。多分、特定健診の項目と

同じようなことをやっても、北見などで受

けられると北見医師会とまだそういう協定

ができていないので、データとしてもらえ

ない、特定健診と同様なことをやっている

けれどもカウントされないというのが現実

的にあります。当別はどうやってカウント

しているかわかりませんが、当別に聞いて

も、なかなかお話しいただけない話がたく

さんあるのではないかと思いますが、いず

れにしても、健康づくりはこの率に関わら

ず私は啓蒙・啓発が極めて重要だと思って

います。そういった意味で、交通安全に対

するものと同じだと思っています。

例えば、食事時に保健師が行って、「そ

の醤油はかけすぎです」「塩分摂りすぎで

す」ということは土台無理で、交通安全も

同じです。助手席に乗って、「はいブレー

キです」「アクセルを緩めてください」と

いうのは無理なので、やはり啓蒙・啓発が

極めて重要だというところ、そして町民の

皆さん一人一人が、健康に留意していただ

くための努力をしていただくということが

重要なので、そういった意味からも健康増

進の取り組みというのは高く評価している

わけであります。

なかなか我が町の、多分女性を想定され

ていると思いますけれど、我が町の女性も

大変お忙しい方が非常に多い。それは何か

というと、ボランティア活動含めていろい

ろな場面で御活躍されているというような

ことで、ただ、将来的には考えていかなけ

ればいけないのではないかと思いますの

で、必要性は十分感じております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 必要性を感じてい

ただくのは、ありがたいと思うのですけれ

ども、具体的にそれではその必要性を実現

していくために、何をすべきなのかという
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ことで、私は保健推進員が必要ではないか

ということで、今町長と議論しているわけ

であります。

私はぜひ、議会は皆さんの税金を使って

いろいろなところを視察したりする機会が

与えられていますので、今感じるのは、現

場を担当する保健師の皆さんは日常業務で

大変忙しいかと思います。なかなか実際に

取り組んでいる、例えば、当別に出向いて

議会で調べた実態がどうなっているのかと

いうことについて、出向いて調査をしてい

ただいて、どうすれば美幌町で同じような

ことができるのか、そういう勉強をする機

会をつくるべきだと思うのです。大事なこ

とは、何事も去年よりことしのほうを良く

したいとか、あるいは少しでも伸ばしたい

という目標をそれぞれの職員がしっかり持

っていただいて、それを実現するために新

しいことに挑戦しなければそれはできない

と思うのです。今までやったことの積み重

ねでは、結局は現状の率を超えることはで

きないと思いますから、そういう意味で前

進させるためにぜひ保健師の皆さんに、別

に当別に行けという意味ではないのです

が、もっと優れた取り組みをしている自治

体に出かけて、その辺のヒントをつかんだ

りする機会をぜひ町長はつくるべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） そういう機会は非

常に重要だと思っています。

私どもの研修制度の中に、自主的な研修

項目を自分でたてて研修に出向くという制

度もありますので、保健師もそれを利用し

て研修に出かけて成果を上げている部分も

ありますので、なお一層そういったものに

しっかりと取り組むようにしたいと思いま

すし、多分保健師もこの放送を聞いている

と思いますので、十分意を伝えたいと、そ

のように思っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） そういう制度も是

非活用して、議会だけではなくて、実際に

現場で担当されている職員の方が、先進的

な事例をそこの現場に行って、しっかり自

分の目で見て、それらを応用して美幌町の

中でどうできるのか、先ほど申し上げまし

たとおり、前年よりこれだけ成果が出ると

いうことが明らかになれば、もっともっと

職員の皆さんも意欲的に前向きに取り組ん

でいただけるのかなと思います。

今回のこの保健推進員の質問は、総務文

教厚生常任委員会で調査報告した項目でも

ありますので、しっかり担当グループで御

検討いただいて、できるだけ早い時期にこ

れらに対する取り組み方針を、所管委員会

に説明していただけるように期待を述べて

質問を終わりたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議会提案の中に、

こういった項目も入れていただいて感謝を

申し上げたいと思います。事務調査に出か

けた時には、私どものやっているこの先進

的なことも、ぜひ紹介していただければと

そのように思っておりますので、どうかよ

ろしくお願いをしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私どもが行くとき

は、事前に資料をいただいたり、担当部局

のレクチャーを受けておりますので、進ん

でいるところは美幌町でこういう取り組み

をしているということも、これからも議会

の委員会としては、ぜひＰＲに心掛けたい

と思っております。

終わります。

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１４時４０分といたします。

午後２時２８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後２時４０分 再開
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○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 質問させていた

だきます。

公職選挙法改正案が衆議院本会議で可決

し、参議院本会議でも可決されれば、１８

歳、１９歳の未成年者が有権者になります

が、その前に投票率の向上対応がなされて

いるか、検証しておかなければならないと

思い質してまいります。

この中の一点目であります。

町長選挙、町議会選挙について、投票率

をどのように受けとめ、分析しているかと

いうのが一点目であります。

二つ目、これも本町のことということで

受けとめていただきたいのですが、期日前

投票所をふやしてはいかがでしょうかとい

う内容であります。

三つ目、投票に行くという意味で、交通

手段に欠けている有権者、高齢者をバスで

送迎しては。

この３点について、質問をさせていただ

きます。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会委

員長。

○選挙管理委員会委員長（松本光伸君）  

吉住議員の質問にお答えいたします。

選挙は、国民が政治に参加する仕組みの

根幹をなすもので、その中でも町長・町議

会議員選挙は、最も身近で生活に直接かか

わる大切な選挙と言えます。

御質問の一番目、投票率をどのように受

けとめ、分析しているかでありますが、投

票率は、町民の皆さんが投票行動を通し

て、町政へ参加されたかをはかる数値でも

あります。

先の町長・町議選挙の投票率は７３.９

９％で、平成２３年４月の町議選挙の７２.

２０％に対しては１.７９％上昇したもの

の、平成１９年４月の町長・町議選挙８

１．７０％に対しては７.７１％低下したと

ころであります。

この分析に当たりましては、市街地の第

１投票所をサンプルとして、投票率の世代

別比較と平成１９年の町長・町議選との年

代別比較を行っております。

今回の選挙の世代毎の投票率は、６０歳

代の８６.０９％を最高に、５０歳代７７.

０８％、次に７０歳代以上、４０歳代と続

き、３０歳代では６４.５４％、一番低い２

０歳代は４７.３７％となっており、２０歳

代の若年者では町政に関心の少ない人が、

半数を超えていることが明らかになってお

ります。

次に、平成１９年の町長・町議選挙との

年代別投票率の比較でありますが、４０歳

代の減少率が一番大きく△１１.９５％、次

に２０歳代の△９.４９％、５０歳代は△

７.１９％となっており、平均値の△６.９

６％を超えております。このことから、政

治離れが若年層だけではなく、社会の中心

である４０歳代、５０歳代にも表れている

のが実情と言えます。

この状況は、美幌町ばかりではなく全国

的な状況と言えるのではないかと思われま

す。これらの状況を踏まえ、選挙管理委員

会では、選挙時ばかりではなく、あらゆる

機会を捉えて啓発活動を行っていくことと

しており、喫緊の課題である１８歳以上に

選挙権が与えられる平成２８年７月の参議

院議員選挙への対策を、国に呼応し積極的

に取り組むこととしております。

次に、２の期日前投票所をふやしてはに

ついてでありますが、期日前投票所は、平

成１５年に不在者投票に比べて手続きが簡

素な投票制度として導入されたもので、今

回の選挙でも全投票者の２６.９５％に当た

る３,４０５人の方が御利用されておりま

す。

この背景には、平成２５年７月に期日前

投票所を庁舎別館から議会の下に移したこ

とにより、駐車場の確保やバリアフリー化
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が図られ、高齢者や身体に障害をお持ちの

方が車椅子のまま投票できる環境となった

こと、さらに午前８時３０分から午後８時

まで投票することができるという便利さ

が、町民の皆さんに定着してきたことによ

るものと考えております。

御質問の期日前投票所の増設についてで

ありますが、全国的には人が集まる駅やシ

ョッピングモールなどで設置している市が

ございますが、多くは市町村合併を行った

自治体が複数の期日前投票所を設置してい

るものであります。本町の状況を見ます

と、駐車場や施設面で現施設並みの期日前

投票所を設けることは困難であること、ま

た期日前投票所の設置には、投票管理者・

立会人・事務従事者の配置に多くの人員と

多額の費用を必要とするなどを考えます

と、現在の施設の利用促進を図ることで対

応してまいりたいと考えております。

次に三番目、交通手段に欠けている有権

者や高齢者をバスで送迎してはであります

が、高齢により運転免許証を返納するなど

による交通手段のない方の増加は、選挙ば

かりではなく地域社会全体の課題と言えま

す。

御質問の投票所への無料送迎バスについ

てでありますが、十勝管内池田町選挙管理

委員会では、投票所の統合に伴い、投票所

から遠距離となった地区に送迎バスが運行

されています。また、全国的に投票所から

遠距離にある中山間地の集落に送迎バスを

運行する市町村も報道されております。

池田町のバスの運行に当たっては、投票

することの自由を保障するため、事前の乗

車確認は行わずに、運行経路、時間の事前

周知を行いながら、幹線道路のみの運行を

行っているとのことであります。このよう

なことから、本町で考えますと、投票所か

ら遠距離となる地域をどのように選定する

のか、その地域が何路線になるのか、運転

することができない高齢者の方が、自力で

幹線道路まで出て、バスに乗車することが

できるのかなどを考えますと、実効性の面

でも多くの検討課題があります。

このことから、交通手段に欠けている有

権者、高齢者のバス送迎に関しては、引き

続き研究を要する課題と考えておりますの

で、御理解をよろしくお願いいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私、今回で６期

町会議員ということで、努めさせていただ

くのでありますけれども、こういう意味の

質問というのは私自身初めてであります。

ただ、この６回、私の例をとりまして

も、いろいろな投票結果を踏まえて、もち

ろん、大きい要素は投票率が気になったと

いうことが、我が身として感ずるところで

あります。

ちょっと話は前段で長くなると思うので

すが、１８、１９歳、何故ここまで年齢を

引き下げてまで投票をさせるのかという素

朴な疑問もありますが、大きく言えば、１

０数年前に国際的な約束事として、選挙権

を持たそうということも十分承知している

ところであります。そういう中で、衆議院

本会議で１８歳、１９歳、これは質問書を

書く段階では参議院を通過していなかった

と思っていますけれども、この間、通過し

たということで、もう確定したということ

でありますが、１８歳、１９歳を含めた若

者を意識されたのでしょうか。

大学に期日前投票所を設置するとか、そ

ういうことも合わせて記事になったのを読

ませていただきました。

美幌町の１８歳、１９歳は、有権者とな

り、堂々と議員及びその町の首長を選ぶ権

利・権限が与えられるのでありますが、で

も本来からいったら、もともと２０歳以上

の有権者に対する投票率という意味合いを

込めて、工夫することはできなかったのか

という疑問にぶち当たりました。

そういう面で答弁書の中では、データと
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していろいろ書かれており、政治離れして

いるという言葉をお使いになっておいでで

すが、確かにそういう要素はありますが、

それ以外にも要素があるのではないかとい

うことを、私は今回の大きいテーマとして

お聞きしたいところであります。

投票率がどうなっているかという意味で

は、一番低いのは２０歳代の４７．３７％

で、答弁書にあるとおりだと思っています

し、だから尚更、答弁書をいただいて１

８、１９歳にしっかりした対応も含めた形

で考えていかなければいけないというの

が、私の次の期日前投票所をふやしてはと

いうことであります。

先ほども大学そのものに期日前投票所、

それは大都会のなせる技だと思っています

が、美幌町において本当にできないのか。

私のイメージを先に言わせていただきま

すが、例えば答弁のとおり、この議事堂の

下に期日前投票所が開設されております。

ここであれば、経済部の下よりも投票率が

上がったという利便性をしっかりうたわれ

ていることであります。利便性がよければ

投票率が上がるというのであれば、選管と

して努力できるものは努力されてはいかが

でしょうかという趣旨で、一つ提案型で申

し訳ないのですが、建物という意味の期日

前投票所ということばかりではなくて、例

えば、トレーラーハウスに期日前投票所を

つくって、美園自治会は何月何日の９時か

ら１２時まで、美園自治会その近辺もある

でしょう。そこの地域における有権者は、

少なからずその時間帯投票ができますよ

と。その時間が過ぎたら、今度は鳥里に引

っ張って行って、鳥里自治会は何月何日の

昼から夕方までということを考えていった

場合、有効な手段ではないかと思うところ

なのです。

それからもう一つ。私は４月６日生まれ

で、高校３年生になったときに１８歳にな

っていました。美幌町ばかりでない話だと

思うのですが、高校生という立場、学校に

通っています。学業を職業と言ったら変な

のですが、そういう区別ではなくて、１８

歳以上であれば当然投票できることになっ

ているのであれば、都会のような発想で、

例えば美幌高校にトレーラーハウスごと持

っていって、昼休みの時間、何月何日の金

曜日の昼休みに投票をしていただく、もち

ろん中には、そういう利便性を持ったとし

ても投票なさるかなさらないかは、投票の

自由があるわけですけれども、国を挙げて

１８歳、１９歳までにしようという努力を

見た場合に、美幌町でもできることがある

のではないかということを、一方的に申し

上げたくて今回、質問という形をとらせて

いただいています。

関連しておりますので、三番目も続けさ

せていただきますが、ここだけの話ですけ

れど、私の後援会会員の方が、来いと言う

ものですから、行ってきました。一生懸命

向こうが謝るのです。「吉住さん。私はあ

なたの後援会会員だけど、あなたに一票入

れられない。」と。私嫌われましたかねと

言ったら、「いやいや、違う。あなたに一

票入れるために、私の住んでいる家から投

票所まで、ハイヤー賃で千何百円かかる。

往復すると、二千何がしかかるので、年金

暮らしだから二千幾らであなたに一票とい

う思いはあるけれど、ごめんなさい。入れ

られない。」と。

本人は、入れたくてもそういう事情で入

れられないから、ごめんなさいという気持

ちを伝えたくて、私を呼んでくれたので

す。その言葉自体は、ありがたい言葉だっ

たと思っているところですけれども、投票

に行けない理由というのは、投票所に行く

にしても、遠すぎて行けないという話でし

た、

ですから、政治離ればかりではなくて、

投票所に行くに当たっても、その環境が不

便ということも手伝って、投票率に影響が

あるのかなとこんな思いであります。

ところで、事務局長にもお聞きしたいの
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ですが、総務省の規定、投票所は何キロメ

ートル以内に１カ所確保しなさいという規

定があると思いますが、規定があっても例

えば、本町が２キロメートル以内に投票所

をつくってはだめだという、ルール上の違

反行為というのがあるのかないのかも合わ

せて、興味がありますので、そこのところ

から御答弁願いたいと思いますが、委員長

いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会委

員長。

○選挙管理委員会委員長（松本光伸君）

総務省通達については心得ていますが、

当選管としても人口比率、面積比率等につ

いての考え方から、どうしても投票所の閉

鎖等を行ってきた経緯がございます。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。

○選挙管理委員会事務局長（小西 守君）

吉住議員のご質問に、補足説明させてい

ただきます。

まず、総務省の通達では、投票区を設け

るに当たって、増設に当たっての基準とし

まして、遠距離地区の解消がうたわれてお

り、住所地から投票所まで３キロメートル

以内を一応の基準として、それを超える場

合に投票所の増設ということをうたってお

ります。

これは、昭和４４年に、当時自治省から

通知されたもので、その後、時代の流れの

中で、ご承知のとおり全国的にその通達は

ありますが統合等を行ってきている場所も

ございます。それは、投票区の人口、有権

者数の問題もありまして、そういう大きく

は流れにありますが、この通知文書が現在

も生きているところでございます。

それと美幌町において、それを超えてい

る所があるのかという御質問がございまし

た。今お話しましたとおり、３キロメート

ルといいますと町の中では、大体の所がそ

の中に入りますが、一部郊外にあるところ

については、この３キロメートルを超えて

いるところもあるというのが実態でござい

ます。また、農村地区につきましても、御

承知のとおり統合されている箇所がござい

まして、上美幌地区は平成１９年、また２

３年に行っておりますが、こちらについて

は距離が超えている所があるというのも事

実でございます。

以上でございます。よろしくお願いいた

します。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私の聞き方がち

ょっとまずかったですね。

一つの基準があったとして、３キロメー

トル、私の記憶と一致しておりますが、仮

に２キロメートルにつくった場合に罰則規

定があるのかという趣旨で、もう一度確認

させてください。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。

○選挙管理委員会事務局長（小西 守君）

この自治省の通知では、先ほど申し上げ

ませんでしたが、その基準として一つの投

票区、３，０００人を一つの基準にしまし

て、３,０００人を超える所については、３

キロメートル以内であってもつくっていく

ということでございます。

いずれにしましても、総合的にその地域

性を考えながら投票所をつくっていくこと

が基本でございますので、つくることでの

罰則の規定はありません。

以上でございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 法律って案外冷

たいところがあるなと思うのです。

今まさしく、事務局長がおっしゃられる

ように、有権者３，０００人を一つの――

短絡的にいうと、私の記憶では美幌町の有

権者は１万８,０００人ぐらいだったと思い

ますが、もしそういう縛りが、実際はそう

ではないですが、極端に言えば、６箇所か
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７箇所あれば足りるということになってし

まいますので、それでも６箇所どころか、

現実にはたくさんあると思っています。あ

りがたいなと思っていると同じように、そ

ういう基準は人口密度の高い所はそれなり

に機能していると思いますが、人口密度の

ない所、半径３キロメートル、往復したら

６キロメートルです。

実は私、健康づくりのためにしゃきっと

プラザを利用させていただき、マシンを使

って歩かせていただいていますけれど、男

の私で１時間ぶっ通しに歩いたとしてもお

およそ４.５キロメートルがやっとです。年

配の人が、６キロメートル歩くとすれば、

私の細かいデータは別として、一般論とし

て、人の歩く速さは時速約４キロメートル

を基準としたら、行って帰ってくるだけで

１時間半、なかなか大変なことだと思いま

す。

例えば、これは選管との議論ではありま

せんが、似たような話で買い物弱者。

家からスーパーまで遠すぎる。これは生

きていくため食べ物を確保するために、ど

うにもならない切実な話だと思っています

が、私は美幌町を例にとれば、４年に１回

の選挙戦であります。国政選挙や北海道で

いう道選管の話はちょっと置かさせていた

だければ、先ほど申したように、まず交通

手段に欠けている人、単純に言うと、これ

は政治離れではなくて、投票所に行ける環

境が整っていないという私の解釈なので

す。

先ほどの答弁の話に戻りますが、罰則規

定はないと私は受けとめたものですから、

そうであれば美幌流な考え方、一例とし

て、これは議論になるかならないか、今後

皆さんが考えてくれるかということを期待

してお話し申し上げることですけれど、先

ほど言ったようにトレーラーハウス、例え

ば、一人一人の足の便が確保できない、バ

スでお迎えという言葉を私は使わせていた

だいていますが、一つの自治会を単位に、

トレーラーハウスを水曜日のお昼から３時

まで、そこの有権者は期日前投票できます

と。移動時間がありますから、例えば４時

から８時まで、先ほど言った例ですが、期

日前投票所というのは、私の発想は固定し

た場所というばかりではなくて、相手が来

れないならこちらから寄っていく方法だっ

てあるのではないか。私の住んでいる所

も、飲み屋街からかなり離れており、意欲

のあるうちは歩いて来れますが、思いが薄

いとき、わざわざ歩いて来れるかといった

ら、そっちのほうが大変で、主目的よりは

こっちのことで諦めることがあるのです。

私は、ほかの一般質問を通して、例え

ば、美幌町でこういう制度をしたら、行政

側は「いや、まず国が先でしょう」と、も

ちろんそういうこともあるかもしれません

が、こういうことを私は思い出すのです。

選挙そのものではありませんけれども、

奈井江町の北町長時代に、厚生省がその町

がやっていることを視察に来て、これはい

いことだと、国として制度をつくって、全

国的に広めようというアクションだって、

私はできる行為だと思うのです。これがな

ければできないとか、今、金銭的なことは

ちょっと度外視させていただきますが、ま

ず発想があっていいのではないかと思うと

ころです。

これは一方的な話であります。今、委員

長さんの顔を見たら困惑しているところで

ありますし、即答できる話ではないと思い

ますので、一方的な質問で申し訳ないが、

好き勝手なことというよりも、思いを述べ

させていただいたということで、これで終

わりますが、それに向けて、委員長から再

度議論に値するかしないかぐらいは、お答

え願って、一般質問を止めたいと思います

が、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会事

務局長。

○選挙管理委員会事務局長（小西 守君）

私の方から実務的なものを、先にお答え
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させていただきたいと思います。

期日前投票につきましては、吉住議員が

言われたとおり、２カ所以上設けることが

できます。その１箇所については、今ここ

で行っていますとおり、午前８時半から午

後８時までということで、固定した場所で

固定した期間、告示日の次の日から投票日

の前日までと、１カ所はこの時間は規定さ

れています。

もう１カ所については、事前の届け出を

しながら自由度があります。そういう中で

は、先ほどおっしゃられていましたトレー

ラーハウスというような対応もあるかとは

思います。

期日前投票を行う場合は、お金と人の問

題を別に考えた場合、大きな課題となって

くるのが、二重投票の防止という問題があ

ります。というのは、選挙人名簿は一つで

ございます。これは簿冊として持つ方法と

電子的に持つ方法があります。

期日前投票を設ける場合、通常の場合は

オンラインの中で相互に投票したことが分

かる環境をつくっておく必要があり、とな

りますと、先ほど言われましたトレーラー

ハウスのような場合、その方法としては、

投票所と選管事務所を電話連絡で結び、そ

の方が選挙をし終わっているかどうかを確

認し、そして選挙し終わった後に、し終わ

ったことを報告し、消し込みをしていくと

いうことで、二重投票の防止をすることが

求められてきます。それらの課題をどのよ

うに解決できるかということが、一つの課

題でないかと思います。

実務的な問題につきまして、私のほうか

らお答えさせていただきましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 選挙管理委員会委

員長。

○選挙管理委員会委員長（松本光伸君）

吉住議員のご指摘のとおり、今後とも、

私たち選挙管理委員会は若者から高齢者ま

で、投票率の向上を図るために、日々研究

していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 委員長の言葉、

そのとおり、むしろありがたく受け賜って

おきます。

事務局に覚えておいてもらいたいのです

が、話は全然違いますけれど、例えば、昨

日戸澤議員が文明の利器、グリッドについ

て。例は違いますけれども、文明の利器を

いう言葉は余り使いたくないのですが、そ

ういう通信システムでしっかり掌握できれ

ば、昔のように、ましてこういう電話で連

絡はとらない、今、携帯だって各自が持っ

ていて、瞬時に皆さんにそれだけ電波が飛

んでいる世界でもあります。秘密を守ると

かセキュリティーの問題もあろうと思いま

すが、その辺も、面倒くさいからというこ

とではなくて、なぜ国が１８歳から認め

て、政治の世界に関心を持っていただき、

自分たちの意見を反映していただきたいと

いう趣旨で、年齢も国際的な約束も含めて

やってきた趣旨を、今回は町議選・町長選

を含めて、わかりやすいから言ってきまし

たが、これも含めて国政選挙だって関係す

ることだと思います。

それからもう一点。先ほどの話と全く同

じでありますけれども、美幌のやり方を逆

に国に採用させることだって、やることに

よって認知されることだって私は、十分あ

ると思います。国が示したことだけをやる

のではなくて、違反行為でなければ、罰則

規定がないのであれば、３キロメートルを

２キロメートルに縮める、１．５キロメー

トルに縮める、移動式が認められるのであ

れば、期日前投票所をやってみるとか、そ

ういう意味でやってみる値はあるのではな

いか。

終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。

○議長（大原 昇君） これで、１０番吉
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住博幸さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１５時３０分といたします。

午後３時１８分 休憩

―――――――――――――――――――

午後３時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１番髙橋秀明さん。

○１番（髙橋秀明君） 髙橋です。初めて

の質問をさせていただきます。

新規企業立ち上げ及び新規事業への参入

者への支援体制強化についてということ

で、今回はといいますか、この問題をずっ

と続けていこうと思っておりますので、こ

の一点のみで今回、質問させていただきま

す。

他町村においても、既存の誘致されてい

る企業の相次ぐ縮小・撤退が告げられてい

る昨今、美幌町も例外ではございません。

しかし、働く世代の町外流出防止、人口

減少の歯どめとして新規企業育成、企業誘

致等の対策を強化しなければなりません。

町長のこれからの考えをお聞きしたいと

思います。

①新規企業意欲者への公的支援の強化を

考えておられるか。

②企業誘致活動の町としての今後の考え

方。

③既存企業への新規事業開発支援対策が

あるのか。

以上、この点をお伺いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 髙橋議員の質問

に、お答えを申し上げたいと思います。

企業育成について。新規企業立ち上げ及

び新事業への参入者への支援体制強化につ

いてでありますが、一点目の、新規企業意

欲者へ公的支援の強化の考えはあるのかに

ついてでありますが、本町におきまして

は、平成２７年度から中心市街地を初めと

した地域の活性化及び雇用の創出を図るこ

とを目的に、起業家支援補助金制度を創設

し、意欲のある起業家に対し必要な資金の

一部を補助しております。

この制度は補助率３分の２で、限度額を

２００万円としており、近隣の自治体と比

べ優位で利用しやすい制度であると認識を

しております。制度の創設が今年度という

こともあり、実施して間もないことから、

現段階においては支援の強化については考

えておりませんが、今後におきましても、

時代に即した、ニーズに応えられる制度の

あり方について検討してまいりたいと思っ

ております。

二点目の企業誘致活動の町としての今後

の考え方についてでありますが、企業を誘

致することは、雇用の場が確保され、人口

減少対策に効果的であると考えております

が、経済的及び社会情勢などにより地方へ

の企業進出は伸び悩んでいる状況であると

言われております。

本町におきましては、美幌・大空・津別

地域産業活性化協議会において企業誘致に

関する情報交換などを行い、企業誘致を推

進しているところであり、地方創生を推進

する上からも企業誘致は欠かせない取り組

みであると認識しております。

今後も同活性化協議会をはじめ、北海道

東京事務所などの関係機関及び団体からの

情報収集に努め、災害のリスクの低さ、交

通アクセスの利便性など、本町の特性を全

面的にＰＲした企業誘致に努めてまいりた

いと考えております。

三点目の既存企業への新規事業開発支援

対策があるのかについてでありますが、本

町におきましては、企業の自主的な努力を

助長し、経営者及び従業員の経済的地位向

上を図るため必要な助成、融資及び指導を

行い、中小企業の育成振興を図ることを目

的とした美幌町中小企業条例及び同条例施

行規則に基づき、中小企業の振興を図って
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いるところであります。

お尋ねの新規事業の開発に対する支援に

つきましては、美幌町中小企業振興資金融

資制度による融資の貸付及び利子・保証料

の補給を行っております。また、新たな事

業分野への進出の一助となるよう、美幌・

津別地域季節労働者通年雇用促進支援協議

会において、新分野進出・経営多角化セミ

ナーを開催しているところでもあります。

今後におきましても、国や道などにおけ

る新分野進出などの新規事業開発支援に関

する情報収集に努めるとともに、調査・研

究を行い、既存企業の育成及び通年雇用化

による雇用の創出などにつなげてまいりた

いと思いますので、御理解のほどよろしく

お願いをいたしたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。

○１番（髙橋秀明君） 今、町長の言われ

たことを十分に理解した上で、それでも新

しく企業を立ち上げる意欲のある人、これ

は我が町の雇用確保、また人口流出・減少

防止の大事な財産と考えれば、本人の努力

はもちろんですが、行政の手厚い支援も必

要かと思います。

意欲はあるが資金が少ない、でも何とか

企業を立ち上げてこの町で仕事をしたいと

いった場合には、美幌町の補助制度のお話

もありました。そこで、今は６次産業化に

関しての助成金も多々あるように見られま

すように、国などの各省庁がいろいろな支

援制度資金を設けております。この資金を

町も率先して積極的に活用を促し、また研

究もしていただきながら立ち上げに協力す

るということも大事と考えます。

都会などからのＵターン・Ｉターンなど

で我が町に住んでもらうにしましても、現

在の企業で正規雇用の余力があればいいの

ですが、現在はどこの町でも同じようなこ

とだと思いますけれども、残念ながらそう

いうことになっていないことが現実だと思

います。

そこで、我が町ではこの助成制度があ

り、行政も町内企業も町ぐるみで協力しま

しょうよという意欲・意気込みを発信する

ことが大事と考えますが、その辺のところ

の御見解をお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員がおっしゃる

ように、反省を込めて言えば、上杉議員の

答弁でもちょっと言わせていただきました

けれども、やはりちょっと手薄な部分があ

ったのではないか、外の力を借りるという

ことを含めて手薄であったなというような

ことで、そういった反省も込めて今回起業

家支援という制度、システムをつくらせて

いただきました。

それ以前は中小企業振興条例に基づい

て、融資制度であるとか、あるいは融資に

基づく保証料であるとか、利子の補給とい

うようなこともやってきましたけれども、

具体的に直接的に融資以外の助成をすると

いうことで、今回制度的にスタートをさせ

いただきました。

大変好評でこの後、審議していただくよ

うになると思いますけれども、追加補正の

要望を出させていただいております。いず

れにしろ、考え方は一緒で、同じだと思い

ます。立ち上げに当たって資金が足りない

というのは十分わかっておりますので、こ

の制度はそういったことも含まって制度的

にスタートさせておりますので、この後ど

うするかについては一定の年数が過ぎれば

見直しであるとか、他の策も含めて考えて

いかなければいけないという状況が出てく

ると思いますので、しっかりと対応してい

きたいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。

○１番（髙橋秀明君） ありがとうござい

ます。私の周りにも、現在、美幌町で一生

懸命頑張っている企業のこれからの担い手
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の人たち、２代目、３代目も含めましてで

すけれど、こういう支援策といいますか、

それを、気軽にと言えばおかしいのですけ

れど、使えるような行政側の雰囲気もつく

ってほしいのです。ただありますでは、な

かなか使いづらいものです。国の助成・補

助金にしても、ネットで調べるとたくさん

出てきます。使ってくださいではなく、あ

りますよです。欲しければこいというよう

な話です。いろいろな省エネに関する補助

金も、たくさん各企業からお願いされて携

わってきました。でも、内容はそういうこ

とが多いように見受けられます。であれ

ば、国の資金も、その企業をやろうという

若い人と一緒になって、行政もバックアッ

プしてあげるというか、研究して一緒に手

を取ってやっていただきたいという思いが

ありますので、改めて決意をお願いいたし

ます。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） 今年度より起

業家支援の補助金制度を創設させていただ

きまして、今まで２件の方が既に業をなさ

れております。その中でも、さまざまな相

談を受けまして、行政としてきちんとお話

できるものはお話をさせていただいて、協

力できるものは協力をさせていただきなが

ら、２件の方については町内で業を起こさ

れたということで、できる部分については

全て相談に乗った中で対応させていただい

ております。

以降につきましても、そういった形で意

欲のある方については、今回初期投資を支

援するということを含めて２００万円の限

度額で、制度創設をさせていただきました

ので、あらゆる意味で、相談に来やすい体

制もつくっていきたいと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。

○１番（髙橋秀明君） 最後に企業誘致に

関してですが、先ほど答弁にもありました

が、どこの町でも大変苦労しているという

ことは十分理解しております。

なぜこの質問をしたかというと、つい最

近私どもとお取引いただいていました町内

の東京本社の事業所の移転話のときに、町

で提示した移転場所は工業用地とは言いな

がら、まだ農作物が植えられており、収穫

が終わったら、造成して使用してください

とのことでありました。そこで、私に苦情

を言われました。そのときの話では、近隣

の町の担当部課長さんが、直接来社してぜ

ひ我が町への移転をお願いしますという誘

致活動を受けているという話でありまし

た。そこで、私はもう一度美幌町と相談し

て、ほかの町へ移転することは考えないで

くださいとお願いした経験があります。

企業誘致は困難であることは、十分わか

ります。どこの町でも、同じ環境でありま

す。であれば、なおさら、町内企業とも密

なる連携をとって、この町に来ればスムー

ズに操業ができますよというような制度も

含めて、その企業誘致に一番大事な見える

形を、この町の意欲を示すということが大

事なことだと思っております。

企業誘致に関しては、各企業さんはその

町の意欲といいますか、そこの住民の意欲

というものを大変大事に見ているというこ

とを教わっておりますので、その辺の対応

も改めてお聞きして最後といたします。

よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 企業誘致について

は、今の経済状況の中では大変厳しい状況

にあるという認識をしております。そんな

中で、例えばワタミファームであるとかマ

ルワ油脂が移転改築するだとか、そういっ

た動きもあります。一方で、美幌町に来て

いただいた企業が、残念ながら撤退すると

いうようなことも現実的に起きているわけ

であります。

多分今の話は、東京電波の話だろうと思

います。違っていれば言っていただければ
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と思いますけれども、平成元年だったと思

いますけれど、美幌に来られた経過は十分

承知していない部分がありますので、何と

も言えないところでありますが、いずれに

しろ、東京電波は美幌に平成元年に来てい

ただいて、そして北見・大空にあって、ま

ず大空が閉鎖され、その後一昨年ですか、

北見をやめて美幌一本にして、そして今回

こういう結果なったということで、誠に残

念な結果であります。私も本社にお伺い

し、水晶体自体が外国製品との闘いの中

で、大変厳しい状況であるというなお話を

聞いております。

いずれにしろ、この町に来ていただいた

企業をしっかり守るということは、我々に

課せられた役目だと思っています。それで

どういう形をとって守っていくかというこ

とであります。なかなかこれも難しいので

ありますが、ただ情報交換だけは常にやる

体制を整えておかなければ、物も言えない

状況になると、そしていきなり状況が悪く

なったので撤退するということではなく

て、日常的に情報交換をするというなこと

も含めて、今後は対応をしていきたいと考

えております。

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。

○１番（髙橋秀明君） 私が申し上げたの

は、残念ながら東京電波ではございません

けれども、理解はしております。

ただ、連絡を密にということに関して

は、本当に東京周辺の事業所、本社であれ

ば、そこの本部に、営業員ではございませ

んけれど、部課長でも誰でも僕はいいと思

っております。そういう連絡を密にとっ

て、町の営業マンとして、この町のアピー

ルをし、なるべくこの町から出て行かない

でくださいと、逆にもっと工場をふやして

くださいという営業を、ぜひしていただき

たいということをお願いして、終わりとし

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私は上京した折

に、極力、北海道東京事務所に立ち寄るよ

うにしております。それで、今官公庁との

やりとりも、メールのやりとりが非常に多

いので、日常的な接点が部課長含めて余り

ないということで、これではなかなか情報

収集もできない、本社などの情報収集もで

きないということで、たしか３年前ぐらい

前から部長に特別旅費を計上させていただ

いて、私一人でいろいろな所に行ければい

いのですけれど、なかなかそういう状況に

もないということで、部局長を通じて、情

報収集にもしっかりと当たっていきたい

と、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。

○１番（髙橋秀明君） これで本当に最後

です。営業に関しては、ここに１４人いら

っしゃる議員も含めて、営業員として活用

していただければありがたいと思います。

以上、終わります。

○議長（大原 昇君） これで、１番髙橋

秀明さんの一般質問を終わります。

これで、本日の一般質問を終わります。

────────────────────

◎散会宣言

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。御苦労様でし

た。

午後 ３時５３分 散会
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